
明九 jtf‘紀初期利行貿易における fl司市と ~Æl~紛の動向]

一
九
世
紀
初
期
朝
自
貿
易
に
お
け
る
関
市
と
貿
易
船
の
動
向

を
中
心
に
i
i
i

て

は

じ

め

に

一
、
文
化
期
の
朝
日
賀
易
変
化
の
様
相

朝
日
関
係
史
上
の
易
地
牌
礼
の

文
化
七
年
の
対
馬
穫
の
貿
易
訳
文
状
況

易
地
腸
礼
以
降
の
朝
自
貿
易
の
変
化

1 2 3 
二
、
文
化
初
期
の
開
市
の
状
況

1 

開
市
の
沿
革

2 

開
市
率

3 

関
市
不
間
関
係
の
原
民

四
、
文
化
初
期
の
貿
易
掛
の
渡
航
実
態

l 

貿
易
船
の
種
類

2 

貿
易
船
の
渡
航
実
態

鄭長

里子

;暴

成
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の
叫
ん
河
問
京

I 

経
済
的
要
因

2 

非
経
済
的
要
因

お

わ

り

に

一
七
、
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
と
朝
鮮
と
の
貿
易
に
関
す
る
研
究
は
深
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
一
九
世
紀
初
頭
に
つ
い
て
は
相
対
的
に

研
究
が
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
信
使
の
対
馬
で
の
鴨
礼
と
い
う
易
地
柏
村
礼
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
日
朝
関
係
の
大
き
な
転
換

で
あ
っ
た
。
従
来
、
こ
の
制
度
変
化
に
つ
い
て
は
種
々
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
対
馬
藩
を
基
軸
に
し
た
分
析
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
対
馬
藩
の
朝
鮮
貿
易
を
公
私
両
分
野
に
わ
た
っ
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
易
地
縛
札
の
問
題
、
そ
吏
に
検
討
す
る
上
で

で
あ
ろ
う
。

い
ま
ま
で
、
こ
の
販
は
日
朝
貿
易
が
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
実
態
究
明
の
点
で
は
検
討

す
べ
き
課
題
も
多
く
、
こ
れ

の
解
明
に
よ
っ
て
、

に
日
朝
関
係
の
変
遷
を
よ
り
開
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
公
貿
易
だ
け
で
な
く
私
貿
易
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
貿
易
を
総
合
的
に
把
握
し
て
ゆ
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。

八
世
紀
に
は
衰
退
化
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
対
馬
薄
は
朝
鮮
貿
易
の
維
持
発
展
を
策
す
る
が
、
本
ナ
王
朝
内
で
の
文
治
派
の
拾
践
に
よ
っ
て
貿
易
政
策
が
変

化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
ま
た
朝
鮮
に
お
け
る
対
外
認
識
の
変
化
と
も
な
っ
た
。
易
地
鴨
礼
が
実
現
し

対
馬
藩
は
朝
鮮
貿
易
が
藷
存
立
の
た
め
に
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
が
、

に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情

も
あ
っ
た
。

対
馬
藩
に
と
っ
て
は
、
朝
鮮
貿
易
の
衰
退
が
藩
財
政
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
た
め
に
、
貿
易
の
推
進
が
計
ら
れ
る
が
、
朝
鮮
側
の

日
本
国
内
に
お
け
る
人
参
国
産
化
の
動
き
な
ど
に
よ
っ
て
、
従
前
の
よ
う
な
朝
鮮
貿
易
を
維
持
す
る
こ
と
が
閤
難

に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
状
、
況
を
対
馬
藩
政
史
料
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
み
な

状
況
変
化
と
共
に
、
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さ
れ
る
。

本
稿
は
対
馬
藩
政
史
料
の
分
析
を
通
じ
て

の
様
相
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
実
態

九
世
紀
初
頭
の

を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
蒋
政
史
料
の
み
で
な
く
、
貿
易
商
人
史
料
の
検
討
も
欠
か
せ
な
い
が
、
後
者
の
史
料
が
強
ん
ど
残
存
し
て
い

な
い
た
め
に
、
現
状
に
お
い
て
は
、
藩
政
史
料
で
の
分
析
も
若
干
の
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

(
長
野

一、

は

じ

め

に

一九?な紀初~Jお朝日貿易における|潟ítJと佼星通 {;Jüの動向

近
世
朝
日
関
係
に
つ
い
て
最
近
新
た
な
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
近
現
代
に
お
い
て
の
支
配
と
被
支
配
関
部
と
は
異
な
り
、
近
世
の

朝
日
関
係
が
少
な
く
と
も
表
前
上
に
は
対
等
平
等
関
係
を
維
持
し
て
い
た
史
実
に
基
づ
き
、
「
韓
日
新
時
代
」
の
参
考
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

に
お
い
て
最
も
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
時
期
は
近
世
中
期
で
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
両
国
の
閣
の
安
定
し
た

関
係
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

宇
品

の
発
展
が
隠
盟
聞
の
安
定
的
関
係
を
支
え
て
い
た
基
礎
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研

て
い
る
と
一
一
言
え
る
。
こ

究
成
果
も
や
は

の
発
展
期
で
あ
っ
た
近
世
中
期
の
も
の
が
多
い
だ
け
で
な
く
、

れ
に
比
べ
て
相
対
的
に
近
世
初
期
と
後
期
の
研
究
は
少
な
い
。
日
本
の
対
朝
鮮
認
識
が
変
わ
っ
て
ゆ
く

貿
易
が
明
治
維
新
前
後
ま
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
文
化
八
年
(
一
八
一
一
年
)

の
持
期
に
お
い
て
の
朝
鮮
貿
易
と
そ
の
後
の
変
化
お
よ
び
そ
れ
が
近
代
の
朝
鮮
の
植
民
地
化
と
ど
う
つ
な
が
っ
た
か
に
つ
い
て
の
分
析

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
前
近
代
貿
易
は
政
治
お
よ
び
外
交
と
密
接
不
可
分
な
関
係
を
特
徴
と
し
て

い
水
準
に

九
世
紀
初
期
に
お
け
る
朝
鮮

の
「
易
地
蒋
札
」
の
前
後

lま

の
限
り
、

い
る
の
で
、

九
世
紀
初
期
の
朝
鮮
貿
易
が
い
か
に
し
て
朝
鮮
の
開
港
か
ら
日
帝
に
よ
る
植
畏
地
化
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う

の
政
治
と
対
外
関
係
な
ど
の
全
般
的
な
関
連
に
お
い
て
肥
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
近
世
の
朝
自
関
部
な
い
し
朝
日
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そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
近
代
の
支
配

と
被
支
配
関
係
の

の
臆
史
的
意
義
は
、
両
国
の
善
隣
と
友
好
関
係
の
維
持
と
い
う
側
部
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

で
も
あ
っ
た
と
い
う
側
側
面
か
ら
み
て
、
近
世
と
近
代
と
の
つ
な
ぎ
の
部
分
に
つ
い
て
の
分
析
の
意
義
も
大

変
大
き
い
と
患
わ
れ
る
。

八

O
九

近
世
後
期
に
お
け
る
朝
日
貿
易
の
変
動
に
つ
い
て
の
研
究
の
環
と
し
て
、
文
化
六
年
か
ら
間
九
年
に
か
け
て
の
援
舘
史
料
の

八
一
ニ
年
)
を
基
本
史
料
と
し
、
朝
鮮
貿
易
、
特
に
私
貿
易
の
運
営
状
況
や
貿
易
船
の
渡
航
実
態
な
ど
に
対

す
る
分
析
を
通
じ
て
、

九
世
紀
初
に
お
い
て
の
朝
鮮
貿
易
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
本
稿
の
自
的
で
あ
る
。

注
(
1
)

こ
の
分
野
の
代
袋
的
研
究
成
泉
と
し
て
は
、
国
代
和
生
吋
近
役
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
」
(
創
文
社
、
九
八
一
年
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
2
)

近
世
後
期
に
つ
い
て
は
、
間
代
利
金
「
近
故
後
賂
日
朝
貿
易
史
研
究
序
説
内
御
出
入
絞
写
い
の
分
析
そ
通
じ
て
」
(
才
一
回
学
会
雑
誌
い
七
九
巻

三
号
、
皮
応
議
議
大
学
経
済
山
窓
口
、
一
九
八
六
年
八
月
)
、
同
氏
「
幕
末
期

8
朝
私
邸
同
日
明
と
倭
館
貿
易
商
人
」
(
吋
徳
川
社
会
か
ら
の
展
望
i
発
燦
・

悩
巡
・
関
際
関
係
い
、
速
水
徹
外
編
、
悶
文
館
出
版
、
一
九
八
九
年
)
、
鶴
間
啓
「
天
保
期
の
対
市
内
務
財
政
と
日
朝
貿
易
」
(
門
編
集
き
ん
せ
い
い
第

八
号
、
東
京
大
学
近
散
史
研
究
会
、
一
九
八
一
一
一
年
五
月
)
、
森
晋
一
郎
「
近
世
後
期
対
路
市
潜
包
籾
貿
易
の
展
開
|
安
、
水
年
間
の
私
妓
易
を
中
心
と
し
て

i
」
(
百
人
川
J
第
五
六
巻
第
一
一
…
号
、
一
一
一
回
出
入
学
会
、
一
九
八
六
年
十
一
月
)
、
初
稿
「
一
八
世
紀
米
対
馬
務
財
政
に
お
け
る
朝
鮮
貿
易
の
地
佼
党

政
二
年
三
七
九

O
)
対
馬
淡
の
紛
鮮
公
貿
易
史
料
を
中
心
と
し
て

i
」
(
法
性
交
大
学
経
済
論
集
い
第
二
十
二
巻
第
六
号
、
佐
賀
大
学
経
済
学
会
、
…
九

九

O
年
三
月
)
な
ど
が
あ
る
が
、
近
役
初
期
の
貿
易
災
慾
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
管
問
凡
の
限
り
、
多
く
は
な
い
と
日
凡
な
さ
れ
る
。

(
3
)

本
格
に
用
い
ら
れ
る
川
鎮
守
日
記
い
(
い
ず
れ
も
悶
立
国
会
関
設
館
所
蔵
本
)
は
、
史
料
に
よ
っ
て
は
た
だ
吋
傍
臼
記
」
と
も
脅
か
れ
て
い
る

が
、
使
笈

t
、
内
館
内
守
日
記
」
と
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
一
、
文
化
期
の
朝
日
貿
易
変
化
の
繰
棉

朝
日
関
係
史
上
の
易
地
聴
礼
の
意
義

江
戸
時
代
よ
り
明
治
初
期
に
か
け
て
の
朝
日
関
係
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
事
件
を
挙
げ
る
と
、

ーム4/、

千立
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、
寛
永
十
一
一
)

(
純
祖
十
一
、
文
化
八
)
の
易
地
牌
礼
お
よ
び
一
八
七

の
対
馬
藩
か
ら
明
治
政
権
へ
の
対
韓
外
交
の
移
管
な
ど
が
あ
ぶ
r

柳
川
一
件
は
従
来
の
重
層
的
構
造
が
対
馬
宗
氏
中
心
の
独
占
的
構
造

に
変
化
し
、
朝
日
関
係
の
安
定
基
調
を
確
立
し
た
屈
が
あ
る
に
反
し
て
、
明
治
維
新
政
権
へ
の
対
韓
外
交
移
管
は
、
む
し
ろ
近
世
朝
日

関
係
の
断
絶
と
、
そ
の
か
わ
り
に
朝
鮮
が
世
界
市
場
に
強
制
的
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
対
照
的
意
味
を
現
し
て
い
る
。

の
柳
川
一
件
と
一
八

年

明
治
四
)

つ
ま

り
己
諮
約
条
(

ムハ

O
九
年
)
よ
り
柳
川

件
(
一
六
一
二
五
年
)
に
至
る
時
期
を
近
世
朝
日
関
係
の
成
立
期
と
す
れ
ば
、
明
治
維
新
(
一

八
六
八
年
)
よ
り
朝
鮮
の
開
港
(
八
七
六
年
)
に
至
っ
た
時
期
は
近
世
朝
ヨ
関
係
の
解
体
期
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。

文
化
八
年
の
「
易
地
聴
礼
」
が
持
つ
朝
日
関
係
史
上
の
意
義
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
従
来
の
十

臨
ま
で
の
朝
鮮
通
信
使
の
鴨
礼

巴 )L !!1:紀初期初日貿与さにおけるr，~m と貿易船の動向

が
大
阪
や
江
戸
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
十
二
陸
自
の
最
後
の
信
使
聴
札
が
対
馬
で
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
史
実
の

意
味
は
と
て
も
大
き
い
。
易
地
聴
礼
の
実
施
背
景
を
め
ぐ
っ
て
、
財
政
緊
縮
政
策
の
一
膿
と
か
朝
鮮
蔑
視
観
の
登
場
な
ど
色
々
い
わ
れ

て
い
る
も
の
の
、
向
田
と
も
に
財
政
悪
化
で
闘
っ
て
い
た
現
実
の
上
に
、
両
国
関
部
に
つ
い
て
の
前
者
の
認
識
が
近
世
中
期
ま
で
の
そ

れ
と
は
変
わ
っ
て
い
た
側
面
が
看
過
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
易
地
蒋
礼
は
近
世
朝
日
開
阿
部
史
上
の
欝
期
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

朝
日
貿
易
面
に
も
か
な
り
の
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

文
化
七
年
の
対
馬
藩
の
貿
易
収
支
状
況

易
地
鴨
札
以
締
の
朝
日
貿
易
の
変
化
を
検
討
す
る
前
に
、
前
年
度
の
文
化
七
年
(
八
一

O
)
の
貿
易
の
動
き
を
確
か
め
る
必
要

か
つ
て
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
寛
政
二
年
(
の
結
果
と
比
較
し
て
み
る
と
、

2 

が
あ
る
。

1 

2
、
3
の
よ
う
で
あ

七
九

O
)

ヲ
匂
。

公
貿
易
に
お
い
て
の
輸
出
価
絡
の
変
化
か
ら
み
れ
ば
、
文
化
七
年
に
お
い
て
対
馬
藩
が
朝
鮮
へ
渡
す
べ
き
の
品
物
の
価
格
が
、
明
饗

十
年
前
の
寛
政
二
年
よ
り
備
上
が
り
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
物
価
上
昇
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
そ
れ
は

や
丹
木
な
ど
を
除
け
ば
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

方
、
明
饗
の
単
価
が
百
斤
当
り
銀
二
百
十
六
匁
五
分
か
ら
間
百
十
八
匁
八
分
に
、
ま
た
丹
木
の
そ
れ
が
銀
六
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雪景 1 公'if'i，劾における総出側格の比較 (1790年， 18101手)

区 分 品包・数 iD:
主幹 知!i 代 銀

1790年 1810年 1790年 1810年

胡淑 4，100斤 822匁 9分 899匁 5分 33笈738匁 36主!879匁
明禁事 1，400斤 216匁 5分 118匁 8分 3iせ31匁 1佼593匁
pt木 5，745斤 608匁 1分 606匁 651 34i![935匁 34rt849匁
?完鍛 27，900斤 206匁 233匁 57佼474匁 65笈?匁

吹議fJ 6，500斤 229匁 256匁 14反885匁 16設640匁
水4二角 435ヱド 38匁 l分 39父[6分 16j;;[573匁 1n当226匁
日*>1ミ 8斤

封進および 車文京氏 300枚
公資輸出 百寺絵家入鋭 l阪

ii討会メL主主 1* 1 t'{553久l H'.fl70匁
tl部会合付淑箱 1 
鋼聖子風呂 1 
金ノトh手風 1双
銅入子手j先 1組

小計 (A) 162釘189匁 173災364匁
i次鍛 4，428斤 229匁 256匁 10r.fl40匁 111'.[335匁

朝鮮役人へ 大豆 40{J¥( 12匁 12匁 480匁 480匁
の12F物 j寺水 1， 110斤 608匁 1分 606匁 6分 61当750匁 6tr733匁

ノHH'(B) mを370匁 18!雪548久l
合計 (A十 B) 1791せ559久l 191rr912匁
淡料討作{告御金街i上納綴iヰ1免筋ニ{ぜ綴i身代之姿ti:Sf'定豊中'、子事長iI被及f，¥jIF"U必{没御盤ii寺子之別

(災崎県立対応自主史上主俗芸守料館栄談文1!l1i1己録音 1炎役札H①9)と身I~~B入等(京

京大学史料総務所所}淡本)。

霊祭 2 公貿易における輸入価絡の比絞 (1790'仇 1810年)

g 分 品[ヨ・数
ヰ1 {I!!i 代 ~N 

17901:!三 18凶作 1790'-1ミ 1810'.eド
人参 30斤140匁 21!f200うな 31え匁 67l'{925匁 92焚625匁
虎皮 12枚 300匁 300匁 31を600匁 3]雪600匁
豹皮 16枚 60匁 60匁 960匁 960匁
沿r(fi 30疋
紬 30疋

図賜および 白布 47疋
公資輸入 白木綿 60疋 2焚208匁 2t守352匁

5翌 365挺
号表 365本
大池紙 14枚
1怒 泌総

公オミ 56045疋 7521立010匁 7711}t300匁
小計 (A) 826]せ703匁 870焚837匁

事時鮮米 4070後2斗6列 50匁 60匁 113資134匁 135授711匁
大豆 298!表1斗7到 12匁 12匁 31*1"580匁 31空580匁

雑物支給 13俵4ij.1升 20匁 20匁 276匁 276匁
~ほか22品 5焚250匁 5~き250匁

小5十 (B) 122貿240匁 144笈817匁
合計 (A十 B) 948焚943匁 1015J~654匁
資料:表 lと附…。
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公作封切)1七絞(1790年， 1810年)

数 ムt 代 銀
長( 分

1790匂三 1810年 1790:f千二 1810々三

公オ三 56045疋 56045iE 752筑010匁 771佼300うもl十a

i:ifJ最下* 160001炎 12000(炎 444t設480匁 390]設888匁

人参 24斤32匁 25斤6匁 18UtJ530匁 2751'[412匁 6分

I~T~海鼠ほか ない つ ない つ

三本;がii 7000疋 6000A 126貿 961'[ 

設 3

以:?とは記録はあるものの，数以不明。

資料::&1と[，司、

百
八
匁

分
か
ら
同
六
百
六
匁
六
分
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
年
前
よ
り
も
む
し
ろ
値
下
が
り
し
て

お
り
、
こ
の
品
物
を
朝
鮮
に
渡
し
て
い
た
対
馬
落
に
と
っ
て
は
有
初
で
あ
っ
た
こ
と
に

す
べ
き
で
あ
る
(
表
1
参
照
)
。

対
馬
藩
の
輸
入
価
格
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
表
2
に
も
示
し
た

よ
う
に
、
虎
皮
や
豹
皮
、
大
一
旦
や
小
豆
な
ど
儲
格
変
化
が
な
か
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
人
参
が

斤
平
均
銀
ニ

か
ら
同
3
貫
匁
に
、

ι
、A

V

〉

サーペカ

石
当
り
銀
正
十
匁
か
ら

同
六
十
匁

が
り
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
朝
鮮
よ
り
受
け
取
る
べ
き
品
物
の
日
本

調
内
の
市
場
錨
格
が
上
が
れ
ば
あ
が
る
ほ
ど
、

に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。つ

ま
り
文
化
七
年
(
一
八

価
格
総
額
は
銀
百
九
十
一

O
)
に
お
い
て
、
朝
鮮
へ
渡
す
べ
き
の
対
馬
器
の
輸
出
品
の

一
匁
に
、

ま
た
朝
鮮
よ
り
受
け
取
る
輸
入
品
の
そ
れ
は

に
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
政

七
九

O
)
よ
り
値
上
が
っ
て
い

る
が
、

や
は
り
貿
易
制
作
潤
も
一
一
十
年
前
の
銀
七
吉
六
十
九
貫
一
二
百
八
十
四
匁
よ
り
増
加
し
て

銀
;¥ 

一
一
貫
七
百
間
十

匁
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
が
表

3
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
公
木
支
給
総
設
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
の
、

の
連
飛
に
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
来
に
な
か
っ
た
公
木
の

煎
海
鼠
へ
の
代
納
の
こ
と
も
大
き
な
変
化
で
あ
る
巧
何
よ
り
も
公
作
米
の
支
給
抵
の
減
少

「
換
米
の
制
」

の
こ
と

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
陪
史
料
は
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(
史
料
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一
米
壱
万
弐
千
銭

壱
俵
五
斗
入

木
綿
弐
万
疋
之
代
米

布
換
米
之
義
ハ
慶
安
年
万
治
年
両
度
取
組
相
整
、
尤
五
年
限
之
相
談
一
一
御
座

ω故
、
右
年
限
一
一
間
裁
判
役
之
者
差
渡
申
組
仕

ザ
一
御
庫
川
円
、
然
処
是
迄
弐
万
疋
之
代
米
壱
万
六
千
俵
ニ
御
産
M
H

処
、
去
巳
年
訳
官
使
被
渡
り
節
、
相
願

ω

(I~ 

来

勝
御
用
向

レL

対
馬
守
勝
手
向
ニ
ハ
永
年
之
損
失
当
惑
之
儀
ニ
外
得
共
、
御
用
之
方

t

外
付
様
一
一
成
、
辛
未
年
・
5
ハ
右
之
通
之
数
一
一
棺
成
中
川
川

t
難
替
口
口
前
後
望
通
ニ
此
段
去
年
遣

と
あ
り
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
の
訳
官
渡
海
の
際
、
朝
鮮
僻
よ
り
要
請
が
あ
っ
て
、
公
木

六
千
俵
よ
り
四
千
俵
程
減
っ
た
朝
鮮
米
一
万
一
一
千
俵
を
も
ら
う
よ
う
に
な
り
、
文
化
八
年
(

万
疋
の
代
米
と
し
て
、
従
来
の
一

J¥ 

)
よ
り
長
期
間
に
か
け
て
財
政

喪
失
を
被
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。

2
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
絶
五
船
の
廃
止
に
よ
る
公
貿
易
誌
の
減
少
に
つ
い
て

作
米
の
減
少
分
の
絶
対
話
に
も
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
規
定
が
い
つ
か
ら
効
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
必
ず

し
か
し
表

1
、

い
て
い
な
い
し
、

ま
た
公

し
も
明
か
で
は
な
い
。
こ
の
史
料
の
記
録
時
点
や
数
字
の
差
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
高
で
は
易
地
特

礼
以
降
の
貿
易
の
変
化
に
つ
い
て
簡
単
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
こ
う
。

易
地
聴
礼
以
降
の
朝
日
関
易
の
変
化

3 
文
化
信
使
の
貿
易
面
で
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
(
イ
)
従
来
公
木
四
富
岡
を
白
米

公
作
米
の
交
換
価
格
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
、
自
米
一

万
六
千
俵
と
交
換
し
て
き
た
も
の
を
、
朝
鮮
側
仰
の

斗

に
削
減
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
い

た
こ
と
、
(
ロ
)
従
来
派
遣
し
て
き
た
「
中
絶
五
船
」
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。



易
地
腸
礼
の
交
渉
の
際
、
公
貿
易
額
の
削
減
を
め
ぐ
っ
た
朝
鮮
朝
廷
と
対
高
藩
と
の
交
渉
過
程
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
研
究
に
よ
っ

て
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
関
側
の
史
料
の
記
録
内
容
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
解
明
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
朝
鮮

朝
廷
と
対
馬
藩
と
の
聞
で
交
渉
の
実
務
を
担
当
し

の
動
き
を
よ
り
徹
底
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
か
つ
て

の
賄
賂
授
受
事
件
に
よ
っ
て
当
解
訳
宮
が
死
刑
に
処
さ
れ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
訳
宮
の
翼
収
や
外

の
改
ざ
ん
な
ど
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
史
料
批
判
を
加
え
た
も
の
を
も
と
に
し
て
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

一
方
、
易
地
特
礼
の
実
施
条
件
と
し
て
朝
鮮
側
よ
り
出
さ
れ
た
条
件
の
市
「
「
公
作
米
の
削
減
」
と
「
中
絶
五
総
の
廃
止
」
な
ど
が
、

対
馬
藩
財
政
に
ど
ん
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
朝
鮮
側
の
財
政
負
担
を
ど
れ
ほ
ど
軽
減
し
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い

文
化
六
年
(

八
O
九
)

…九世紀初期朝日質主主における関市と貿易船の動向

て
の
分
析
も
肝
要
で
あ
る
。
本
稿
に
は
公
貿
易
額
の
削
減
に
よ
る
対
馬
藩
の
財
政
負
担
の
加
震
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

噌

E
よ

中
絶
五
掃
の
廃
止

(
史
料
一
二
)
に
よ
れ
ば
、
中
絶
五
船
に
つ
い
て
次
の
よ
う

(
史
料
二
)

れ
て
い
る
。

と

(
史
料
一
一
)

中
絶
船
五
隻
受
職
倭
十
九
人
等
、
年
年
各
送

五
銭
身
死
後
、
中
絶
不
来
、
部
進
上
物
件
、
則
年
年
井
付
於

船
突
、

特
送
市
来

史
料
一
一
一
)

中
絶
五
船
弼
朝
受
職
之
倭
有
時
多
築
、
光
海
元
年
日
商
約
保
持
、
乱
前
受
職
者
則
不
許
接
待
、
乱
後
有
功
藤
永
正
等
五
人
倶
歳

之
懇
請
、
進
上
及
公
貿
依
前
式
付
秒
一
特
送
使
船
、
間
宴
享
毘
賜
求
詰
等
物
並
革
、
進
上
胡

千
斤
錨
餓
合
六
百
斤
、
進
上
価
公
木
一
一
十
問
、
公
貿
易
備
公
木
一
一
一
十
六
同

米
朝
、

五
人
倶
死
後
、

栂
合
…
千
庁
、
公
貿
易
銅
競
合

こ
の
史
料
を
総
合
し
て
み
る
と
、
中
絶
五
船
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
派
遣
さ
れ
始
め
た
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
壬
辰
・

の
乱
(
一
五
九
二
一
五
九
七
年
)
以
前
か
ら
あ
っ
た
受
職
人
船
で
あ
り
、
光
海
元
年
(
一
六

O
九
年
)
に
結
ぼ
れ
た
己
霞
約
条

の
際
、

そ

107 

そ
れ
の
処
理
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
(
イ
)
戦
前
の
受
職
人
に
つ
い
て
は
接
待
を
許
さ
ず
、



の
代
わ
り
に
戦
後
功
績
の
あ
る
藤
永
正
な
ど
五
人

一
回
の
来
朝
、
宇
佐
許
諾
し
た
こ
と
、

(
ロ
)
受
職
人
の
五
人
の
死
後
、

一
時
朝
鮮

108 

に
来
な
か
っ
た
の
で
断
絶
さ
れ
て
い
た
が

の
懇
請
に
よ
っ
て
進
上
と
公
貿
易
を
前
例
通
り
許
可
し
た
こ
と
、
(
ハ
)

回
賜
、
求
請
な
ど
を
廃
止
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

そ
の

船
を
別
に
朝
鮮
に
送
ら
ず

一
特
送
船
に

さ
せ

方
、
進
上
と
公
貿
易
額
は
表

4
で
あ
る
よ
う
に
、
対
馬
藩
が
胡
椴

イ
ナ
斤
を
抑
制
鮮
朝
廷
に
進
上
す
る
代
わ
り
に
、
公
木
二
十
向
を

進
上
価
格
と
し
て
も
ら
っ
て
い
た
し
、

ま
た
銅
一
千
斤
と
鍛
六
百
斤
を
朝
鮮
へ
輸
出
し
、
公
木
一
二
十
六
問
を
朝
鮮
か
ら
輸
入
し
て
い
た

」
と
が
分
か
る
。
次
の
表
5
に
比
べ
、

奇
斤
が

γ鏑

に
代
納
さ
れ
て
い
た
し
、

ニ
十
王
斤
と
吉
銀
四
百
斤
が

朝
鮮
へ
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
つ
か
る
。

へ
変
化
し
て
い
た
が
、
丹
木
や
古
銀
な
ど
は
何
だ
ろ
う
か
。

ーノ
b
h市
内
斗
J
伊

d
'
f£小
y
h

か
つ
て
寛
文
年
(

4
の
朝
鮮
側
の
史
料
に

六
六

0
年
代

よ
り
鍛
か
ら
銀
へ
、

ま
た
銀
か
ら
錦

側
の
表
5
に
み
ら
れ
る
こ

い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
馬
漆

お
そ
ら
く
倭
館
の
朝
鮮
役
人
へ
の
昔
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
こ
の
点
を

除
け
ば
、
少
な
く
と
も
文
化
七
年
(
一
八
一

O
)
ま
で
中
絶
五
船
の
進
上
と
公
貿
易
額
に
は
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
対
馬
藩
の
輪
出
・
輸
入
品
に
つ
い
て
の
評
価
額
(
貨
幣
価
格
)

は
必
ず
し
も
一
定
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
品
物
の
価
格
変

化
に
よ
っ
て
貿
易
利
鴻
も
変
わ
る
わ
け
で
あ
る
。

八
一

O
年
(
純
祖
十
、
文
化
七
年
)
に
対
馬
藩
が
評
価
し
た
内
容
か
ら
み
れ
ば
、

朝
鮮
か
ら
の
受
取
分
の
公
木
五
十
六
間
の
価
絡
が
六
十
文
銭
八
十
四
寅
匁
で
あ
る
に
反
し
て
、
銅
や
胡
椴
・
丹
木
・
銀
な
ど
朝
鮮
へ
技

す
分
の
合
計
は
六
十
文
銭
十
一
一
貫
八
否
四
十
七
匁
四
分
六
腫
七
毛
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
中
絶
五
船
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
六
十
文
銭

貫
八
百
四
十
七
匁
四
分
六
塵
七
毛
あ
た
り
の
品
物
を
朝
鮮
へ
渡
さ
な
い
代
わ
り
に
、
朝
鮮
か
ら
も
六
十
文
銭
八
十
四
賀
匁
相
当
の

公
木
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
の
で
、

一
匁
五
分
一
一
一
腹
一
一
一
毛
の
損
銀

を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
対
馬
藩
側
の
計
算
で
あ
る

5
参
照
)
。
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薮 4 Lj"絶li.船の公貿易額

資料 t"WI1E交際;~、 J {5._{'ド例送{迫。

表 5 文化俗使後の~N積立長数の減少分

IX分 :金 急時 内 訳

続鮮からの

受取分 代六卜文:銭 84j'f匁 公本56*

(A) 

?定銅1000f子の代:

41雪694匁7分61反

γ銅 250斤の代:

rj"*色f工
朝鮮への波 |百j

n雪269:59.4分5緩7毛

青}の戸斤
ず分 12賞847匁 4分 6!滋

制限1000斤の代:

務減少 5ずH08匁
ノノ、J 

(B) 7モ
H *  125斤の代:

875匁2う河原

古銀 400斤の代:

600匁

j員銀 残六卜文銭

(A-B) 71鐙152匁5分3箆3毛

六十文残161]雪

公{ノド米 777匁7分7腹7毛
性l;tミ2666依3斗5升

減少分 (正銀 93震

333匁3分3!i霊3毛)

〆六十文銭2321ヨ
930匁3王子3燈

(庇銀13H立

382匁8分7康5毛)

it: 1) 1 YE=30匁 2 )烈米 1おお正銀60匁 3) IE$IU匁コ文残104文

備 寺管

12束:

?定書uooo斤倒木

24* : 

丁銅 250斤の{岡本

20東:

14Il椴1000斤の価水

三毛糸1555:tヨ5斗5チ{吟5

合5勺5才

資料文化{;:tf史後初県下関与御取引{節約線二宇[1/&絞殺々銀総企:餓員数It之考(東京大学史料縦務所所綴

本:)
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つμ

同
じ
表
5
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
換
米
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
公
作
米
の
減
少
分
が
六
十
文
銭
百
六
十

公
作
米
の
減
少

110 

費
七
百
七
十
七
匁
七
分
七

腹
七
毛
で
あ
り
、
中
純
五
船
の
所
務
減
少
分
よ
り
二
倍
以
上
も
大
き
い
。
正
銀
で
九
十
一

銀
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
米
が
足
り
な
か
っ
た
対
馬
藩
に
と
っ
て
、
毎
年
自
米
二
千
六
百
六
十
六
俵
余
が
従
来
よ
り
減
少
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
は
、
大
変
謝
え
が
た
い
財
政
負
担
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

匁
余
に
な
る
の
で
、
こ
の
損

(
史
料
問
)

年
卒
卯
、
若
倭
平
成
扶
出
来
、
公
木
必
欲
以
出
本
為
准
、
間
謹
数
点
退
、
鎮
我
難
治
換
給
、
然
後
遂
為
誉
回
、

州
食
口
巴
所
収
移
用
妙
江
戸
、
島
中
無
地
資
生
一
之
路
、
願
以
公
木
一
半
換
米
以
済
去
、
府
使
梯
捻
請
手
朝
、
以
其
中
一
一
一
百
向
毎
疋
作

米
十
一
一
斗
、
特
許
五
年
換
給
契
券
相
約
、
而
過
限
之
後
純
復
来
請
、
不
勝
其
紛
紙
、
朝
廷
篭
勉
許
之
主
顕
宗
元
年
庚
子
、
差
倭

加
許
一
百
同
通
共
四
百
同
作
米
、
合
為
一
高
六
千
石
、
亦

描
成
般
等
、
吏
以
木
品
復
初
為
一
一
一
一
口
強
請
、
不
巴
府
使
鄭
泰
斉
一
一
菓
子
朝

許
五
年
為
眠
、
時
五
年
之
後
、
因
循
為
請
、
毎
以
援
例

と
あ
る
よ
う
に
、
「
換
米
の
判
明
」
は
も
と
も
と
対
馬
藷
の
強
力
な
要
請
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
筑
前
領
地
か
ら
の
年
貢
米
も
あ
っ
た
け
れ

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
の
食
糧
に
使
わ
れ
て
お
り
、
対
馬
島
民
に
は
ほ
か
に
生
計
を
維
持
す
る
基
盤
が
な
か
っ
た
か
ら

yγ
も、イ

ナ
俵
に
換
米
し
た
こ
と
を
は
じ
め
に
、

五
年
期
摂
で
、
朝
鮮
自
米
一
万

一
、
万
治
一
一
一
)
よ
り
は
、
さ
ら
に
公
木
百
開
を
追
加
し
公
木
四
百

万
六
千
俵
に
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
易
地
聴
礼
以
降
、
従
来
の
「
公
木
一
疋

l
白
米
十
二
斗
」
の
交
換
比
率

ま
た
一
六
六

O
年

だ
と
い
う
ふ
う

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
一
六
五

(
孝
宗
一
一
、
農
安
四
)
に
公
木
一
一
一
百
悶
を
、

間
を
白
米

疋
1
自
米
十
斗
」
の
比
率
に
削
減
し
、
対
馬
藩
の
計
算
通
り
な
ら
ば
、
対
馬
藩
側
が
六
十
文
銭
百
六
十
一

匁
余
の
損
銀
を
み
る
わ
け
で
あ
る
。

を
「
公
木



と
こ
ろ
が
中
絶
五
船
と
と
も
に
、
(
イ
)
こ
う
い
う
変
化
が
正
確
に
い
つ
か
ら
実
際
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
、
(
ロ
)

公
貿
易
の
所
務
減
少
分
と
減
額
以
後
の
公
作
米
の
規
模
が
正
確
に
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
史
料
に
よ
っ
て

か
な
り
の
差
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
述
べ
て
お
こ
う
。

の
向
題
に
つ
い
て
は
、
中
絶
掃
は
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
に
中
止
さ
れ
、
ま
た
公
作
米
の
減
少
は
文
化
七
年
(
一
八

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
文
化
七
年
は
易
地
聴
礼
の
前
年
度
で
あ
っ
た
の
で
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)

の
渡
梅
訳
官
(
朝
鮮
で
は
「
請
定
訳
官
」
と
称
)
の
際
、
易
地
聴
礼
の
前
提
条
件
と
し
て
決
め
ら
れ
た
公
貿
易
額
の
削
減
は
「
信
使
後
」

と
い
う
こ
と
と
合
わ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
化
八
年
三
八
一
二
八
丹
八
日
の
に
、
「
締
勤
定
泰

第

。

、A

》

r
台、

ふ
川
村
井
」
亡
、
J

アハ

品九ilt紀初期紛臼貿易における関市と貿易船の動向

行
所
、
5
御
代
官
方
江
之
惹
図
状
写
外

(
史
料
五
)

炉」

1
)
、

(
前
略
)

御
寅
米
価
増
中
絶
船
之
一
事
ハ
一
信
使
後
右
と
申
御
許
諾
之
事
故
、

段
可
被
申
談
M
H

、

l¥ 

ニ
年
i
以
下
、
引
用
者
)
占
締
約
定
之
遇
可
被
計

外
様
旋
力
可
被
致

ω

ニ
荷
外
向
掛
合
方
之
大
意

申
越
川
川
問
、
尚
又
勘
弁
被
致
御
為
宜
可
被
申
絹
M
H

、
右
申
越
之
後
御
支
配
方
江
茂
申
上
、
館
守
方
江
之
制
御
差
図
方
-
一
一
行
違
不

出
叩
諜
篠
t
得
御
差
鴎
此
段
得
御
意
外
、
以
上

年
)
之
儀
者

一
茂
相
成
M
H

事
故
、
何
分
来
年
右
之
取
計

J¥ 

右
申
述

ω七
ケ
条
、
去
己
(
一
八

O
九
年
)
之
八
月
渡
海
訳
官
願
立
ニ
依
御
許
諾
被
下
置
外
、

七
月

連
名

小
由
次
郎
兵
衛
殿

村
田
七
在
衛
門
殿

御
代
官
中
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と
あ
り
、
易
地
聴
礼
の

)
よ
り
約
定
の
通
り
打
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

112 

の

文

化

九

年

(

一

八

一

そ

の

際

の

交

渉

に

向
け
て
全
力
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
ふ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
文
化
九
年
以
詩
、
公
貿
易
額
の
削
減
が

実
施
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
。

後
の
公
作
米
が
一
万
二
千
俵
に
な
っ
て
い
た

第
二
の
公
作
米
の
減
少
分
の
絶
対
量
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
よ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
に
減
少
分
が
朝
鮮
米
四
千
俵
で
あ
り
、
減
額
以

い
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

史
料
六
)

り
申
間
外
省
、
公
貿
易
ニ
付
約
定
を
以
年
分
木
綿
一
一
引
替
棺
請
取
外
五

斗
入
自
米
壱
万
六
千
俵
之
内
、
向
後
四
千
銭
減
数
方
申
問
、
元
来
之
旧
約
容
易
承
諾
可
仕
訳
ニ
無
之
外
処
、
連
鎖
諾
不
致
外
得

者
、
聴
躍
御
約
定
之
限
期
引
延
可
申
茂
難
詰
不
安
機
会
一
一
付
無
拠
承
周
、
則
お
之
俵
数
縮
減
、
毎
競
現
米
弐
千
石
宛
知
行
損
削

文
化
六
巳
年
右
聴
躍
之

御
用
ニ
付
罷
渡
M
H

仕
川
川
一
一
相
当
之
俵
之
次
第
二
御
座
外

し
か
し
公
木
一
疋
の
交
換
比
率
が
白
米
十
斗
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
公
木
四
百
向
の
代
米
は
、
(
二

O
、
0
0
0疋
×
一

O
斗
)
・
一
・
…
五

十
刊
日
一
一
一
一
、
一
一
一
三
一
一
一
俵
五
斗
に
な
る
。
さ
ら
に
公
作
米
の
減
少
分
は
閉
じ
方
式
に
よ
っ
て
、
(

。、

0
0
0疋
×
一
一
斗
)
÷

11 

一
、
六
六
六
俵

O
斗
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

方、

八
六
八
年

明
治

の

年
i
以
下
引
用
者
)
、
罰
倭

に
も
「
四
百
問
、
顕
治
辛
卯
(
一
六
五

更
定
約
様
、
減
一
一
斗
、
作
一
議
一
一
一
千
一
一
一

年
)
、
倭
使
中
絶
船
革
罷
」
と
あ
り
、
文
化
倍
使
以
降
の
公
作
米
減
少
や
中
絶
船
所
務
減
少
な
ど
が
明

!¥ 

と

所
懇
、
作
公
作
米

十
六
問
、

!¥ 

治
初
期
ま
で
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

結
局
、
中
絶
五
船
の
所
務
減
少
分
の
六
十
文
銭
七
十

ニ
匁
五
分
一
一
一

毛
と
公
作
米
減
少
分
の
六
十
文
銭
百
六
十

七
百
十
七
匁
七
分
七
鹿
七
毛
を
合
算
す
れ
ば
、
開

分
一
ニ
厘
に
な
り
、

正
銀
に



一
一
匁
八
分
七
厘
五
毛
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
来
よ
り
も
こ
の
分
が
毎
年
減
少
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

や
は
り
文
化

八
年
の
易
地
時
礼
が
対
馬
藩
財
政
に
大
変
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

の
評
価
額
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
公
貿
易
額
の
削
減
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
朝
鮮
朝
廷

の
財
致
負
担
の
軽
減
を
も
推
論
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
表
1
、
2
か
ら
み
た
よ
う
に
、
朝
鮮
側
が
毎
年
み
て
い
た
莫
大
な
規
模
の
赤

字
貿
易
の
財
源
は
、
結
局
は
釜
山
付
近
の
農
民
の
負
担
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
一
一
俵
余
の
朝
鮮
米
が
依
然

一方、

と
し
て
対
馬
藩
に
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
日
貿
易
の
維
持
の
た
め
に
朝
鮮
農
民
の
過
重
な
負
担
そ
強
い
ら
れ
て

ー九役紀初期初日貿易における関前と貿易船の動向

い
た
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
換
米
の
制
」
関
係
の
朝
鮮
側
の
史
料
の
吋
公
作
米
謄
録
同
(

と
で
あ
る
が
、

ノ¥

七

七
五
一
年
)
を
み
れ
ば
、
時
期
は

七
世
紀
中
後
半
の
こ

(
史
料
七
)

東

莱

府

使

丁

好

恕

状

管

内

、

庚

展

条

高

松

続

正

官

等

、

路

次

宴

設

行

時

、

今

年

鴎

大

君

所

定

之

婚

、

将
行
醗
穂
、
市
該
用
婚
需
悶
有
紀
極
深
患
間
措
、
ヨ
卯
条
副
特
送
使
処
臆
給
公
木
乙
、
今
年
率
給
以
為
扶
劫
之
地
十
郎
為
自
去
乙
、
距

答
回
、
我
国
物
力
鐙
乏
未
収
公
木
乙
、
毎
歳
一
年
候
式
添
給
者
、
実
出
飴
不
得
己
也
、
不
幸
近
年
連
儲
凱
荒
、
添
給

僅
能
蹴
出
、
ヨ
卯
条
未
訳
、
今
久
貴
納
期
、
飢
割
之
民
力
難
周
旋
決
不
可
為
去
(
後
略
)
(
一
六
四

年
条
之
木
乙
、

年
辛
己
一
一
一
月
初
一
日
)

(
史
料
八
)

多
般
恐
坊
為
自
乎
突
、
自
今
畏
間
飢
昭
之
状
、
有
不
忍
見
、
雄

半
開
廷
乃
秋
前
捧
去
之
意
、
所
謂
都
禁
徒
倭
能
々

升
之
米
、
勢
難
加
捧
回
定
自
乎
等
、
以
使
訳
官
等
、
同

策
策
府
使
鄭
泰
済
六
月
十
八
日
成
貼
状

帯
、
公
木
作
米
之
数

高
六
千
石
内
、

禁
従
倭
底
、
十
分
間
関
諭
為
白
平
J

跡
、
(
後
略
)
(
一
六
六

O
年
庚
子
六
月
二
十
四
日
)

と
あ
り
、
対
馬
へ
の
換
米
の
た
め
、
朝
鮮
農
民
、
特
に
釜
山
付
近
の
民
衆
が
か
な
り
の
犠
牲
を
払
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
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る
。
史
料
七
の
よ
う
に
、

の
娘
の
婚
礼
費
用
の
た
め
の
公
木
支
給
要
請
に
対
し
て
、
東
莱
崎

幸
近
年
連
倍
加
肌
由
主
と
か
「
飢
国
之
民
力
難
周
旋
決
不
可
」
な
ど
の
理
出
を
挙
げ
、
反
対
し
て
い
る
こ
と
と
か
、
史
料
八
の

の
府
使
が
、
「
不

間
航
困
之
状
、
有
不
忍
見
、
雄

升
之
米
、
勢
難
加
捧
」
な
ど
の
文
一
一
白
か
ら
考
え
る
と
、

の
朝
鮮
農
民
の
過
重
な
負
担
が
う
か
が

え
る
だ
ろ
う
。

法

(
l
)

田
保
橋
潔
吋
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
い
下
(
文
化
資
料
調
資
会
、
九
六
四
年
復
刊
)
六
回

O
頁
。
悶
氏
の
吋
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
」
の
全

巻
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
は
、
金
義
焼
「
吋
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
い
(
回
保
橋
潔
併
殺
)
の
議
官
述
刊
行
の
動
機
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
」
(
刊
朝
鮮

学
報
い
第
八
十
八
総
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
七
八
年
七
月
)
を
参
照
。

(
2
)

お
代
和
食
吋
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
い
(
創
文
社
、
一
九
八
一
年
)
一
二
三

i
一
二
回
頁
。

(3)

活
保
橋
潔
「
朝
鮮
溺
逮
…
…
何
回
使
易
地
行
糊
盟
主
(
吋
近
代
8
鮮
関
係
の
研
究
い
下
の
別
編
第
一
所
収
)
は
、
易
地
特
礼
の
割
引
包
関
係
史
上
の
一
商
品
要
性

に
務
絞
し
、
立
案
、
交
渉
過
程
、
笑
施
な
ど
に
つ
い
て
膨
大
な
分
設
を
か
け
て
分
析
し
て
い
る
が
、
貿
易
面
で
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
易
地
勝
札
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
成
泉
は
、
三
宅
英
利
吋
近
世
臼
朝
関
係
史
の
研
究
い
(
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
)
第

五
章
が
有
益
で
あ
る
。

(
4
)

糟
谷
怒
一
「
な
ぜ
朝
鮮
通
…
…
…
一
間
使
は
廃
止
さ
れ
た
か

i
朝
鮮
史
料
を
や
心
に
l
」
(
吋
廃
史
評
論
い
一
一
一
五
五
号
、
澄
史
科
学
協
議
会
、
一
九
七
九
年
十

…
月
)
に
は
、
(
イ
)
臼
朝
両
閣
の
財
政
難
、
(
ロ
)
幕
府
の
対
朝
鮮
認
識
の
変
化
、
(
ハ

)
B本
に
お
け
る
戟
鮮
蔑
視
鏡
の
台
頭
な
ど
と
整
理
し
て

い
る
。
文
化
八
年
(
一
八
一
こ
の
易
地
柏
村
礼
を
財
政
緊
縮
政
策
の
一
環
と
み
て
い
る
立
場
と
し
て
は
、
悶
保
橋
潔
「
朝
鮮
国
通
信
使
日
現
地
行
勝

点
句
」
(
円
近
代
目
鮮
関
係
の
研
究
い
下
の
別
編
第
一
所
収
)
と
三
宅
英
利
吋
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
」
を
、
そ
し
て
朝
鮮
蔑
祝
観
の
登
場
と
見
な

し
て
い
る
立
場
と
し
て
は
、
李
進
烈
京
T

制
約
の
遜
信
使
l
江
戸
時
代
の
臼
本
と
相
朝
鮮
i
い
(
議
談
役
、
一
九
七
六
年
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

方
、
糟
谷
悠
一
氏
の
肉
論
文
は
、
朝
鮮
通
信
使
廃
止
の
原
因
を
朝
鮮
朝
廷
と
朝
鮮
民
衆
の
負
担
の
側
関
節
か
ら
抱
燦
し
て
い
る
に
対
し
て
、
荒
野
泰

山
県
「
朝
鮮
通
信
使
の
終
末
」
(
「
燈
出
入
評
論
」
三
五
五
号
、
燈
史
科
学
協
議
会
、
一
九
七
九
年
十
一
月
)
は
、
幕
府
と
諸
落
の
財
政
負
担
の
側
面
か

ら
考
察
し
て
い
る
。

(
5
)

倒
稿
「
一
八
世
紀
米
対
馬
滋
財
政
に
お
け
る
朝
鮮
貿
易
の
地
位
」
(
吋
佐
賀
大
学
経
済
論
集
い
第
二
十
二
巻
第
六
号
、
佐
賀
大
学
経
済
学
会
、
一

九
九

O
年
三
月
)
一
一
一
一
一
一

i
一
一
一
八
資
。

(6)

史
料
上
の
記
載
誤
謬
の
存
夜
可
能
性
に
注
怒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
箆
政
二
年
(
一
七
九

O
)
の
価
格
が
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当
時
の
時
価
よ
り
過
大
評
価
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
文
化
七
年
(
一
八
一

O
)
の
価
格
が
過
小
評
価
さ
れ
た
可
能
性
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
の

『対
馬
守
身
代
出
入
等
書
付
』
(
文
化
七
年
)
に
は
、
木
綿
五
万
六
千
四
拾
五
疋
(
鷹
之
代
木
綿
込
み
)
の

内
、
壱
万
拾
五
疋
に
つ
い
て
、
「
煎
海
鼠
薬
種
類
其
外
小
成
物
ニ
振
替
相
受
取
申
M
H

、
尤
右
口
問
相
受
取
川
勺
一
も
是
又
銅
弐
万
八
千
七
百
六
拾
三
斤
相

加
M
H

義
一
一
而

ω」
と
記
し
て
い
る
。

(8)

『対
馬
守
身
代
出
入
等
書
付
』
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
)
。

(9)

田
保
橋
潔
「
朝
鮮
国
通
信
使
易
地
行
聴
考
」
(
『近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
下
の
別
編
第
一
所
収
)
と
三
守
英
利

「近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』

(
文
献
出
版
、

一
九
八
六
年
)
第
五
章
。

(
叩
)
例
え
ば
、
両
国
の
暦
法
の
違
い
に
よ
る
事
件
発
生
の
日
付
や
使
船
往
来
の
際
の
書
契
の
対
照
を
も
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

(日
)
長
正
統
「
倭
学
訳
官
書
簡
よ
り
み
た
易
地
行
樗
交
渉
」
(
『史
淵
』
第
百
十
五
輯
、
九
州
大
学
文
学
部
、
一
九
七
八
年
三
月
)
参
照
。

(
ロ
)

『館
守
日
記
』
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
)
文
化
八
年
二
八
一
一
)
八
月
十
一
日
に
は
、

一

中
絶
五
船
永
罷

一

送
還
差
使
只
以
書
契
歳
遺
船
使
順
附
而

太
守
承
裂
後
初
次
還
島
則
只
送
一
番
差
品
川

一

公
記

一
匹
以
公
作
米
十
斗
磨
錬

一

監
董
年
限
以
四
十
年
為
限

一

監

蓋
物
力
以
分
数
磨
錬

一

左
右
沿
漂
船
給
料
以
口

木
施
行

一
和
館
西
方
築
垣
設
門

と
あ
り
、
渡
海
訳
官
の
書
契
に
よ
る
と
、
朝
鮮
か
ら
七
ケ
条
の
条
件
が
対
馬
藩
に
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

一
八
O
九
年
(
純

祖
九
、
文
化
六
)
六
月
辛
未
条
の
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
条
件
が
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
用
語
も
「
倭
館
」
な
ど
に
記

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
両
側
の
史
料
の
具
体
的
内
容
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

(
日
)

「辺
例
集
要
』
(
韓
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
影
印
本
、

一
九
八
四
年
)
、

『増
正
交
隣
志
』
(
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
影
印
本
、
ソ
ウ
ル
亜
細

亜
文
化
社
刊
、

一
九
七
四
年
)
。

(
M
)

中
絶
五
船
の
受
職
人
五
名
の
名
前
や
受
職
年
代
お
よ
び
中
絶
年
代
な
ど
に
つ
い
て
は
、
田
代
和
生

『近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
(
創
文

社
、
一
九
八
一
年
)
八
一

ーl
八
五
頁
に
、
通
説
へ
の
疑
問
提
起
の
形
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
通
説
に
よ
る
と
、
受
職
五
人
の
名
前
は
、
藤
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永
正
(
久
利
治
相
即
お
衛
門
、
ム
ム
)
、
秋
伊
所
(
宮
本
一
級
兵
衛
、
町
人
)
、
馬
勘
七
(
武
出
又
武
郎
、
伊
奈
郷
土
)
、
平
知
田
市
川
(
平
山
一
一
一
之
助
智
没
、
町

人
)
、
平
一
俗
博
(
小
野
新
十
郎
、
伊
中
川
郡
郷
土
)
と
な
り
、
貿
易
一
得
凋
か
ら
中
絶
に
受
る
ま
で
、
以
上
の
?
な
名
の
受
験
人
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
し
、
す
べ
て
の
受
験
人
が
寛
永
十
二
年
三
六
二
一
五
)
以
前
に
死
去
し
渡
航
が
途
絶
え
て
い
た
も
の
を
、
柑
彼
女
一
の
栄
氏
が
何
年
に
後
m出

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
山
犬
は
覚
、
氷
イ
二
年
(
二
ハ
三
双
)
以
前
に
父
か
ら
子
へ
、
ま
た
は
兄
か
ら
弟
へ
継
承
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
し
、
同
年

ま
で
渡
航
が
縦
続
し
て
い
た
場
合
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
お
)
抱
一
級
三
八
位
紀
米
対
町
内
議
財
政
に
お
け
る
朝
鮮
明
問
日
朝
の
地
位
」
(
吋
佐
賀
大
学
経
済
論
緩
い
第
二
十
一
一
巻
第
六
号
、
佐
賀
大
学
経
済
学
会
、
一

九
九

O
年
一
一
一
月
)
一

O
七
頁
、
問
右
、
「
対
館
内
務
朝
鮮
公
貿
易
関
係
白
人
料
主
口
持
借
御
金
制
御
上
約
制
限
符
免
筋
御
駁
立
山
一
付
御
身
代
之
姿
松
平
越
中
山
寸

様
U

被
及
御
内
怠
候
制
御
殿
等
之
泌
総
い
(
気
政
二
年
、
一
七
九

O
)
」
(
吋
佐
賀
大
学
絞
済
論
集
」
第
二
十
三
巻
第
一
口
守
、
佐
賀
大
学
経
淡
学
会
、

九
九

O
与
に
品
問
バ
)
一
七
一
一
資
。

(
v
m
)

党
政
二
年
(
一
七
九

O
)
の
場
合
は
、
制
稿
コ
八
位
紀
末
対
鳥
務
財
政
に
お
け
る
朝
鮮
錠
日
明
の
地
位
」
一
二
五
支
参
照
。

(
げ
)
門
機
正
炎
燐
士
山
い
(
京
城
帝
悶
大
学
法
文
学
部
彩
印
本
、
ソ
ウ
ル
泌
総
頭
文
化
社
%
、
一
九
七
四
年
)
。

(
凶
)
田
代
和
生
川
近
世
日
紛
一
通
交
貿
易
史
の
研
究
い
(
創
文
社
、
…
九
八
一
年
)
一
一
一
万
二
資
。

(
川
口
)
淡
3
の
史
料
。

(
初
)
内
館
内
寸
日
記
い
(
悶
立
沼
会
図
設
館
所
議
本
)
。

(
幻
)
中
絶
況
紛
が
配
隠
さ
れ
た
第
一
特
送
船
よ
り
の
議
契
と
そ
れ
に
対
す
る
答
惑
な
ど
は
、
文
化
六
、
七
年
に
は
、
一
一
一
月
(
議
契
)
と
九
月
(
答

お
)
、
河
八
年
に
は
、
一
二
月
(
議
契
)
と
十
月
窓
口
書
)
、
ま
た
同
九
年
の
場
合
は
、
一
一
一
月
〈
警
抜
〈
)
と
七
月
玄
閣
議
)
に
そ
れ
ぞ
れ
淡
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
、
中
絶
五
船
が
文
化
九
年
(
一
八
一
二
)
ま
で
朝
鮮
に
渡
航
し
て
い
た
と
は
ぎ
い
が

た
い
。
内
向
文
総
考
い
巻
郎
進
献
(
純
但
九
年

i
間
十
二
年
、
的
枠
閉
山
文
教
部
密
交
一
総
称
櫛
委
口
照
会
影
印
本
)
参
照
。

(
幻
)
町
朝
鮮
悶
侵
易
盛
衰
之
次
第
口
比
対
庄
内
ん
す
身
代
出
入
之
議
付
い
(
長
崎
県
立
対
印
刷
般
市
人
民
俗
資
料
館
宗
家
文
庫
記
録
類
1
表
護
札
方
Hn
⑤
7
)
0

(
お
)
内
訳
註
綬
悶
大
州
出
(
い
(
韓
国
精
神
文
化
研
究
段
、
一
九
八
五
年
)
に
よ
れ
ば
、
「
裁
の
判
制
度
は
、
十
勺
を
一
合
と
し
、
十
合
を
一
分
と
し
、
十
升

を
一
斗
と
し
、
寸
五
を
小
斜
と
し
、
二
十
斗
を
大
斜
と
す
る
」
と
あ
る
。

(
M
)

竹
中
東
茶
府
一
事
例
い
(
ソ
ウ
ル
大
学
関
議
館
奈
川
一
議
総
図
欝
ぬ
約
二
七
二
)
。

(
お
)
例
え
ば
、
文
化
七
年
三
八
一

O
)
の
場
合
、
対
潟
滋
の
貿
易
利
潟
の
銀
八
百
二
十
一
一
一
銭
七
百
四
十
一
一
匁
余
の
す
べ
て
が
報
鮮
側
同
誌
の
負
担
の

結
問
別
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
か
な
り
の
部
分
が
朝
鮮
俊
民
の
財
政
ゑ
拐
に
よ
っ
て
支
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
お
)
川
公
作
品
本
勝
録
い
(
ソ
ウ
ル
大
学
問
樹
祭
館
京
市
一
章
関
図
悉
ぬ
一
二
九
六
八
)
。

116 



一
、
文
化
初
期
の
関
市
の
状
況

関
市
と
は
斡
鮮
の
特
権
高
人
と
対
馬
藩
の
倭
舘
役
人
(
蕗
人
)
が
倭
舘
の
大
庁
で
行
う
取
引
行
為
を
示
す
。

や

倒
集
要
」
な
ど
の
記
録
を
み
る
と
、
最
初
は
毎
月
初
一
二
・

一
一
日
の
三
聞
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
「
久
留
の
弊
」
を
防

と
あ
り
、
六
回
に
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
品
物
が

ぐ
た
め
に
、
光
海

O
)
よ
り
は

臼
J¥ 

ム

/¥ 

売
れ
き
れ
な
か
っ
た
と
か
、

の
日
以
外
に
別
に
市
場
を
開
く
と
い
う
「
那
市
」
が

日
本
僻
(
対
馬
藩
)

の
要
請
の
あ
る
場
合
は
、

あ
っ
た
。

ヅLi~:紀初期初白貿易における関市と貿易紛の動向

し
た
が
っ
て
両
国
間
で
結
ぼ
れ
た
規
定
通
り
に
「
関
市
」
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
、

さ
ら
に
そ
の
関
市
の
開
催
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
作
業
は
、
私
貿
易
の
実
態
を
把
握
す
る
に
も
大
変
有
益
で
あ
る
と
思
う
。

現

七
六

O
年
(
英
祖
一
一
一
十
六
、

明
治

ま
で
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
っ
て
年
間
関
市

八
七

O
年

カ》

ら

れ
て
い
る
し
、
特
に
一

別
開
市
司
数
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
易
地
柏
村
礼
の
前
後
の
一
八

O
九
年
(
純
祖
九
、
文
化
六
)
か
ら
一
八
一
二
(
純
祖
十

そ
れ
を
年
度
別
に
比
較
し
て
み
た
う
え
で
、
さ
ら
に
関
市
の
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合

(
英
祖
四
十
一
一
、
明
和
一
一
一
)

か
ら
一
七
八

(
正
槌
六
、
天
明
二
)
に
か
け
て
は
月

一
、
文
化
九
)
ま
で
の
関
市
率
を
算
出
し
、

ど
の
よ
う
な
原
因
か
ら
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
費
易
の
沈
滞
要
限
を
把
握
し
よ
う
。

関
市
の
沿
革

い
て
い
る
。
大
体
時
代
は

六
五

0
年
代

吋
辺
例
集
要
い
巻
九
開
市
条
に
は

戸七

J¥ 

で
の
関
市
に
つ
い

一」

1¥ 

O
年
か
ら

1J' 
り

七
五

0
年
代
ま
で
が
中
心
で
あ
る
が
、

に
関
市
を
め
ぐ
っ
た
阿
国
間
の
摩
擦
や
そ
の
交
渉
過
程
に
つ
い
て
の
記
録
が
多
い
。

本
稿
に
は
問
問
市
規
定
の
違
反
問
題
、
銀
や
人
夢
な
ど
の
交
易
品
を
め
ぐ
る
問
題
、
関
市
中
止
な
ど
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
こ
う
。
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可

gム

開
市
の
規
定
以
外
の
取
引
を
潜
跨
と
一
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

関
市
規
定
の
違
反

118 

巻
十
四
潜
寵
路
浮
税
芥
録
条
に
も
記
録
が
あ
る
。

家
文
書
に
も
潜
商
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
程
度
は
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
い
分
析
は
朝
鮮
と
呂
本
と
の
両
側
の
史
料
を
総

合
的
に
検
討
す
る
上
で
今
後
の
課
題
に
し
た
い
が
、
潜
商
の
類
型
は
禁
輸
品
自
の
取
引
、
規
定
さ
れ
た
場
所
以
外
で
の
取
引
、
特
権
商

人
(
朝
鮮
の
場
合
、
「
商
買
」
)
以
外
の
者
に
よ
る
取
出
な
ど
が
あ
る
。
次
の
史
料
て
こ
の
よ
う
な
蜂
龍
椴
や
武
器
な
ど
の
禁
輸
品
の

取
引
と
か
、
綿
、
紬
や
米
な
ど
の
よ
う
に
、
朝
鮮
側
が
輸
出
を
統
制
し
て
い
た
品
物
の
取
引
は
根
本
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
史
料
一
一

に
示
し
た
よ
う
に
、
取
引
を
当
該
官
庁
へ
申
告
し
た
う
え
で
一
定
の
税
金
を
払
え
ば
許
可
が
出
る
品
物
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
史
料
…
)

戸
商
問
関
内
、
館
市
綿
紬
持
費
者
、
一
切
禁
断
、
而
如
有
犯
者
、
其
物
属
公
、
依
簿
定
罪
一
石
去
、
追
到
備
辺
司
関
内
、
天
朝
、

勝
龍
椴
、
此
則
勿
許
入
資
飴
館
市
、
並
(
余
雑
飽
鍛
子
段
、
井
令
許
市
事
。
(
一
六
一

年
七
月
)

(
史
料
一
一
)

納
禁
焼
、
刻
懸
館
中
、

日、

不
得
給
債
、

一
日
、
勿
用
軽
重
将
子
、

臼
、
勿
為
報
作
銀
子
、

一日

詳
見
約
懐
。
(
二
ハ
五
一
二
年
限
月
)

(
史
料
一
一
一
)

府
使
安
緩
時
、
我
民
之
賀
米
砂
倭
館
者
痛
禁
事
、
巡
営
関
来
到
之
後
、
一
見
無
斗
米
往
費
之
事
、
館
中
許
多
無
料
之
倭
、
以
此
為
悶
、

毎
毎
陳
訴
、
何
以
為
之
事

依
法
処
皆
、
告
官
納
税
後
寅
一
資
者
、
不
必
禁
断
。
(
一
六
六

方
、
関
市
へ
の
朝
鮮
側
の
参
加
者
は
「
鶴
賀
」
に
限
ら
れ
て
い
た
し
、

ま
た
場
所
も
「
関
市
大
庁
」
と
制
限
さ
れ
て
い
た
。
史

料
問
の
よ
う
に
、
大
庁
以
外
の
と
こ
ろ
で
取
引
を
や
っ
た
場
合
は
、
潜
商
と
見
な
さ
れ
、
厳
し
い
法
律
の
適
用
を
受
け
る
よ
う
に
な



っ
て
い
た
。
商
費
以
外
の
者
が
対
馬
側
の
役
人
と
取
引
を
行
う
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
五
か
ら
分
か
る
。

(
史
料
四
)

関
市
節
目
、

日
大
庁
関
市
外
、
或
有
土
木
謹
則
更
入
中
大
庁
、
論
定
龍
出
、
而
散
入
各
一
房
者
、
論
以
潜
荷
律
、
詳
見
禁
様
。
(
二
ハ

五

月

(
史
料
五
)

拘

十
人
分
叱
、
許
入
館
門
、
其
余
使
不
得
出
入
為
自
臥
乎
所
、
一
沌
無
彼
此
優
劣
之
殊
是
出
在
如
中
、
不
、
必

十
人
之
数
、
其
余
京
商
段
置
、
亦
許
出
入
、
市
其
数
太
多
、
不
無
粉
雑
之
患
、
財
毎
日
開
市
時
、
分
定
其
数
、
輪
関
出
入
、
未

定
額
商
賀

品九世t紀初~W!朝日貿易における関市と貿易紛の動向

知
何
如
一
事

回
啓
、
出
入
鐙
館
之
商
賞
、
以
二
十
人
抄
定
、
其
他
京
高
、

啓

切
防
禁
、
事
渉
不
均
、
亦
不
無
窒
碍
之
弊
、
今
後
乙
良
、
一
十
人

定
数
之
規
、
選
為
罷
去
、
京
商
之
願
赴
互
市
者
、
井
許
出
入
為
出
乎
失
、
毎
市
分
数
輪
問
、
得
無
様
雑
之
端
、
旦
防
負
債
之
患
、

(
六
八

O
年
七
月
)

ω
銀
の
品
位
の
低
下

幕
府
の
貨
幣
改
鋳
政
策
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
朝
日
貿
易
上
の
銀
の
品
設
低
下
と
そ
れ
に
よ
る
貿
易
摩
擦
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ

れ
た
部
分
が
多
い
が
、
本
稿
に
は
交
易
銀
の
品
位
低
下
を
め
ぐ
っ
た
朝
鮮
側
の
動
き
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

日
本
慌
の
貨
幣
改
鋳
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
対
応
は
、
吋
辺
例
集
要
い
に
は
一
六
九
八
年
(
元
禄
十
一
)
二
月
の
記
事
か
ら
出
て
く
る
。

(
史
料
六
)

府
使
朴
権
時
、
銀
貸
既
改
八
成
之
制
、
吏
造
ム
ハ
成
、
通
行
妙
日
本
一
去
、
別
不
可
不
問
主
(
ぃ
虚
実
子
島
市
甲
田
沼
遣
、
商
費
等
以
為
、
翼
習

時
許
其
分
数
、
依
八
成
例
行
用
云
、
ム
7

来
銀
子
、
今
東
商
興
援
人
、
間
以
伺
改
錬
、
明
知
廿
処
分
数
事
、
分
付
教
是
岳
乎
等
、
以
改
錬
事

段
、
使
訓
郡
高
賀
、
眼
間
改
錬
計
料
、
間
島
主
処
探
問
事
段
、
砂
田
初
'
民
間
、
芝
、
一
等
為
此
銀
事
、
委
送
判
五
郎
倭
、
留
滞
館
中
、
熊
島
主
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血
(
判
五
郎
と
一
一
一
問
、
必
無
感
(
河
是
白
龍
、
心
欲
探
問
拾
島
中
、
間
或
遺
訳
官
、
或
送
本
府
畳
一
一
同
契
以
岡
市
己
、
此
外
無
他
道
理
事

国

啓

、

新

銀

之

詩

、

用

出

訟

判

五

郎

之

市

果

欲

変

通

、

只

以

口

健

来

傍

、

事

渉

溜

蹄

、

啓

o
m

能

之

知

悉

而

己

、

六

九

八

年

ニ

月

)

史
料
上
の
「
八
成
」
や
「
六
成
」
は
、
銀
の
品
位
一

O
O分
中
、
各
各
八

O
、
六

O
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
士
ハ
成
」
と

は
、
新
銀
の
つ
苅
禄
銀
」
の
品
位
…

0
0分
中
「
六
回
」
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
忠
う
。
つ
ま
り
従
来
の
一

O
O分
中

八
O
の
慶
長
銀
が
元
禄
銀
に
改
鋳
さ
れ
、
輯
鮮
側
が
光
禄
銀
の
受
取
を
め
ぐ
っ
て
真
剣
に
対
応
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

好
余
泊
折
の
後
、
新
銀
の
一
河
口
保
銀
の
品
位
を
一

O
O分
中
六
一
一
一
で
「
ニ
割
七
歩
の
加
給
」
を
条
件
と
し
、
期
間
間
で
一
応
妥
結
を
み

た
が
、
銀
の
品
位
低
下
に
よ
る
摩
擦
は
絶
え
々
か
っ
た
。
吋
辺
例
集
要
い
巻
九
開
市
一
七
一
五
年
八
月
条
の
「
十
数
年
来
、
銀
貨
変
改
不

止
、
初
既
廃
旧
銀
、
市
行
元
銀
、
停
一
兆
銀
而
行
新
丁
、
今
又
欲
廃
新
了
間
復
旧
丁
、
一
辺
以
新
造
旧
了
銀
二
寓
余
間
出
送
者
、
其
状
可

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
見
禄
銀
が
廃
止
さ
れ
新
た
に
了
銀
が
鋳
造
さ
れ
た
が
、
改
め
て
新
了
銀
を
廃
止
し
旧
丁
銀
に
復
出
し
ょ

亦
不
必
送
意
図
以
問
。
(

う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
新
指
了
銀
」
が
各
々
向
を
示
し
て
い
る
か
は
、
こ
の
文
書
だ
け
で
は
わ
か
り
が
た
い
が
、

と
に
か
く
幕

府
の
銀
改
鋳
政
策
に
よ
る
朝
日
貿
易
の
混
乱
の
様
相
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
正
徳
年
間
(

あ
る
。
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
新
井
吉
右
の
幕
府
側
の
主
張
は
、
朝
鮮
貿
易
向
け
の
特
鋳
銀
の
鋳
造
に
反
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
琉
球

貿
易
と
と
も
に
朝
鮮
貿
易
で
の
銀
輸
出
を
も
縮
小
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
井
白
石
が
、
朝
鮮
へ
の
銀
輸
出
を
め
ぐ
っ

八
苦
紀
初
)

の
雨
森
芳
洲
と
新
井
白
お
と
の
銀
輸
出
論
争
で

の
琉
球
貿
易
を
引
合
い
に
出
し
て
い
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
朝
鮮
に
対
す
る
幕
府
側
の
認
識
の
変
化
を
現
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
対
局
務
は
強
く
反
発
し
て
い
た
。
雨
森
芳
洲
の
対
馬
落
側
は
、

の
属
盟
で
あ
る
に
反
し
て
、
朝
鮮
は
隣
好

の
閣
で
あ
り
、

ま
た
対
照
藩
は
日
本
の
国
防
上
要
地
で
あ
る
こ
と
そ
力
説
し
た
。
新
井
自
石
が
朝
鮮
を
、

で
あ
る
琉
球

と
同
等
な
地
位
の
柏
手
自
に

し
て
い
た
に
対
し
て
、
前
森
芳
洲
は
、
朝
鮮
は

の
閤
罰
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
隣
好
の
隠
」
で



あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
両
者
の
朝
鮮
観
が
い
か
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
幕

府
側
の
朝
鮮
認
識
の
変
化
が
、
「
易
地
聴
礼
」
立
案
の
思
想
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
れ
が
貿
易
面
に

も
か
な
り
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

内
〈

U

同
史
料
に
は
人
参
に
つ
い
て
の
記
録
も
あ
る
。
史
料
七
に
よ
る
一
知

人
夢
調
達
の
不
振

(
粛
宗
四
十
一
一
、

月
間
に
五
百
斤
余
の
人
夢
が
寵
賀
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
が
、
対
馬
藩
鴎
人
が
品
質
粗
悪
を
理
由
と
し
て
人
夢
の
価
格
を
減
ら
し
て
も

七

一
)
ニ
月
と
一
一
一
月
の

カ

ら
お
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
七

)
正
月
に
お
い
て
の
東
莱
府
使
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

O
年

…九[lt紀初期朝日貿易における関市と綬~船の動向

人
夢
収
税
が
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
中
悶
よ
り
の
貿
易
品
の
調
達
も
か
な
り
減
っ
て
鴎
人
の
利
益
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た

状
況
が
う
か
が
え
る
(
史
料
八
参
照
)
。

(
史
料
七
)

一
一
・
一
二
月
間
蕗
貿
被
執
人
夢
五
百
余
斤
、
彼
人
等
称
以
品
劣
、
欲
為
減
価
(
後
略
)
。
(

巻
九
関
市
一
七

六
年
四
月
)

(
史
料
八
)

府
使
鄭
或
J

益
時
、
阻
一
位
缶
之
後
、

京
物
質
之
出
来
、
比
昔
絶
少
、

以
上
か
ら
み
れ
ば
、
す
で
に

考
見
流
来
文
書
、
別
戸
曹
上
納
物
質
人
夢
収
税
之
数
、
比
諸
中
古
半
減
、
北

巻
九
関
市

七一一

O
年
正
月
)

皆
為
失
利
(
後
略
)
。
(

七
一

0
年
代
に
な
る
と
朝
鮮
人
夢
の
質
や
鵠
達
面
で
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
中
居
よ
り
の

仲
介
品
の
調
達
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
忠
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
の
史
料
の
記
録
は
注
自
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
下
が
り
、

と
で
あ
る
が
、
鋭
守
の
「
町
民
一
賢
人
夢
、
造
雑
麗
悪
、
此
是
活
人
之
良
利
、
東
武
及
執
政
各
組
川
太
守
処
、
以
夢
料
櫨
単
、
商
如
是
雑
造
(
後

略
)
」
と
い
う
陳
情
を
東
茶
府
使
が
朝
鮮
朝
廷
に
上
申
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
朝
廷
か
ら
は
造
夢
之
弊
、
心
甚
痛

(
英
祖
二
十
六
、

一) 

一

七
五

の
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核
、
雄
我
国
宜
厳
飴
況
交
隣
乎
、
若
復
犯
者
、
茶
倍
状
問
、
施
以
一
律
事
厳
飾
、
紙
椴
亦
為
一
体
申
齢
」
と
あ
り
、
当
時
の
「
造
事
」

の
弊
害
を
記
し
て
い
る
。
造
事
の
具
体
的
実
相
は
わ
か
り
が
た
い
が
、
人
夢
の
質
や
調
達
量
に
か
な
り
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

日
本
側
か
ら
は
「
活
人
之
良
薬
」
と
し
て
い
ぜ
ん
と
し
て
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

122 

4
4
 

開
市
が
停
止
さ
れ
て
い
た
記
録
は
所
々
み
ら
れ
る
が

開
市
の
中
止

一
七
二
六
年
(
英
祖
二
、
享
保
十
二
正
月
の
史
料
を
み
れ
ば
、

(
史
料
九
)

館
中
下
倭
輩
、
以
炭
石
不
為
陸
続
入
給
果
如
、
草
、
梁
炭
幕
三
間
撤
虫
、
誠
極
痛
骸
、
責
論
改
造
問
、
開
市
停
止
事

回
啓
、
限
改
成
間
関
市
停
止
。
(
『辺
例
集
要
』
巻
九
開
市
一
七
二
六
年
正
月
)

と
あ
り
、
事
件
の
全
貌
に
つ
い
て
は
わ
か
り
が
た
い
が
、
倭
館
の
人
々
の
妨
害
で
草
梁
炭
幕
に
支
障
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
正
常
化

に
な
る
ま
で
開
市
を
停
止
す
る
よ
う
に
、
朝
鮮
朝
廷
が
東
莱
府
へ
命
令
を
出
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
確
認
で
き
る
と
思
う
。

啓

2 

開
市
率

前
述
し
た
「
開
市
」
が
文
化
期
に
お
い
て
規
定
通
り
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
「
開
市
率
」
を
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
開
市
率
と
は
、
毎
月
の
規
定
の
六
回
の
中
に
、
次
の
史
料
の
よ
う
に
確
か
に
開
市
が
行
わ
れ
て
い
た
記
録
の
あ
る
日
数
を

計
算
し
、
両
者
の
比
率
を
求
め
る
方
式
を
と
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
別
市
」
の
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
日
数
も
含
ん
だ
(
表
6
の
注
参
照
)
。



.:h世紀初期朝日貿易における渋]市と貿易船の動向

畿日 間iIî!'彩の年度別比較 (1809~1812iド)

f均三 度 jj 関市白数 不開催日数 与ド [列 関市百字

文化 6主!こ l ⑬⑮1) ⑬⑫ ⑧ 

(1809) 2 ③⑬⑬②⑫ ③ 

3 ⑬ 〈主③⑬⑫⑧

4 ③〈宣⑬⑫⑮ ⑬ 

5 ⑬ ③⑬⑫⑮ ⑧ 

6 ④⑬ ⑬⑧ ⑧⑮ 

7 ⑬ ③ ⑧⑬⑧⑧ 

8 ③⑮ ③⑬⑬⑫ 

9 (⑩)2) ⑫ ③③⑬⑬⑫ 

10 ③⑬⑬⑫ ⑧⑧ 

11 (⑫)3) ③③ ⑬⑬⑧ 

12 (⑫) ⑫⑫ ③③⑬ 

小五十 10 35 27 14.1% 

文化 7{fニ l ⑬ ⑧ ⑬⑫⑧ 

(1810) 2 ③⑫ ③⑬⑬⑧ 

3 ⑬ ③③⑧ ⑬⑫ 

4 ⑬ ③⑥')(_[ゆ ⑬⑫ 

5 (⑫) ③⑬⑬ ③③⑫ 

6 ③ ③⑧ ⑬⑬③ 

7 ③ ⑬⑮ ③⑬③ 

8 (⑥) (③)日 ③③⑬ ⑬⑧ 

9 ⑫ ⑬③ ③③⑬⑧ 

10 ⑬(⑧) 3) ③③ ③⑬ 

11 ⑬⑧ ⑧ ③⑬③ 

12 ⑫6) ③⑧⑫ ⑬⑬ 

ノj、言! 14 28 33 19.7% 

文化 8年 1 ⑬⑫ ⑧⑫ ⑬ 

(1810) 2 ③⑫ ⑬⑧ ③⑬ 

日~2 ③③⑬⑬③⑧ 

3 ⑬ ⑬ ③③⑫⑫ 

4 ③7) ③⑬⑬⑫⑧ 

5 (⑫) ③③⑬⑬⑫⑫ 

6 (⑩) ⑬ ③③⑬⑫⑧ 
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年 度 月 関市日数 不開催日数 不 明 開市率

7 ⑬ ③③⑬⑫⑫ 

8 (③)8) @地⑧ ⑬⑬ 

9 (⑫) ③ ③⑬⑬⑫⑫ 

10 ⑬ 告場⑬⑫⑧

11 告ゆ⑩③⑫ ③ 

12 ⑧9) ③③⑬⑬③ 

小言十 13 25 42 16.9% 

文化 9年 l ⑬ ③⑫⑧ ⑬ 

(1812) 2 (⑪) ③⑬⑫ ③@吻

3 ⑫ ③⑬③ ③⑬ 

4 ⑫ ③③⑬⑬⑫ 

5 (⑪) 告ゆ@ゆ ③⑫ 

6 ⑬③ @吻 ③③ 

7 ⑫ Gゆ⑧ ⑬⑬ 

8 @吻 ③③⑬⑫ 

9 ③ ⑧ ③⑬⑬⑫ 

10 (⑫)川 ③ ③⑬⑬⑧ 

11 ③⑫ ⑬⑫ ③ 

12 (③11))⑫ ⑬@噂 ③ 

小言十 14 27 31 19.7% 

1809年 ~ 合計 51 115 133 

1812年 平均 12.8 28.8 33.3 17.6% 

注 1)0は日付。 2) ( )は別市。 3) r看品J(公貿易?)， 4) r別市不入来J， 5) r銅看

品J.荒銅27.900斤(看品銅).丁銅 3.50斤(鍛代銅之内)， 6) r例市入来之段外向占相届」。

7) r例市入来之段外向占小通事を以相届JレJ， 8) r今日銅看品ニ付別市入来外段外向占小通事

を以相届ノレJ， 9) r今日開市入来叫段外向占小通事相届J.r看品ニ付先例之通外向占膳部送り来

jレJ，10) r銅看品J.荒銅26.900斤(申年(1812ー引用者)看品銅)， 11) r辛未年 (1811ー引

用者)候角看品ニ付先格之通外向占膳部送り来り事J。
資料 :r館守日記j(国立国会図書館所所蔵本)。
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(
史
料
十
)

関
市
入
来
(

文
化
六
年
正
月
二
十
八
日
)

今
日
初
市
入
来
(

日

関
市
入
来

丹
十
八
日
)

関
市
入
来

同
年
五
月
十
八
日

。九位紀初期朝日貿易における納付1と奴易船の動向

制
導
入
館
立
代
り
市
入
来
M
W

段、

判
別
法
入
館
毘
間
関
市
入
来
M
H

段
、
小
通
事
相
届
(

刷
出
差
差
縮
宮
入
館
之
段
、
小
通
事
棺
窟
(

例
え
ば
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
の
場
合
、

一
一
日
は
除
外
、

ま
た
間
丹
の
あ
る
場
合
は
、

何
年
六
月
四
日
)

一
日
)

向
年
七
月
十
八
日
)

回
(
た
だ
、

の
規
定
の
日
数
中
十
回
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
関
市
率
は
十
四
・

%
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
分
析
期
間
の
「
開
市
」
に
つ
い
て
の
記
録
の
不
分
明
な
場
合
が
か
な
り
あ
っ
た
。
例
え
ば
向
六
年
三
八

O
九
)

規
定
通
り
な
ら
ば

の
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
日
の

に
、
次
の
よ
う
に

(
史
料
十

島
掛
滋
之
弐
線
総
出
帆
之
設
、
山
崎
淳
在
衛
門
並
御
持
筒
郡
蔵
相
属
(

四
月
十
八

文
化
六
年
正
月
八
日
)

訓
導
入
館
之
段
、
小
通
事
を
以
相
届
(

商
訳
入
館
之
段
、
小
通
事
を
以
棺
路
(

加
時
差
入
館
之
段
、
小
通
事
を
以
相
届
ル

潟
訳
入
館
之
段
、
小
通
事
を
以
相
趨
ル
(

詞
訳
拙
者
差
備
官
入
館
之
段
、
小
通
事
宇
佐
以
棺
届
(

一
司
)

何
年
九
月
十
八
日

同
年
九
月
二
十
八
日
)

七
十
七
閉

の
場
合
、
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別
差
入
舘
之
段
、
小
通
事
を
以
柑
届
(

那
市
御
用
無
之
(
吋
舘
守
日
記
同
文
化
七
年
十

と
あ
り
、
関
市
の
開
催
か
ど
う
か
が
分
か
り
が
た
い
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
訓
導
や
別
差
、
差
縮
官
な
ど
が
鐸
館
に
入
っ
た
こ
と
は
確

同
年
十
丹
八

126 

日

認
で
き
る
も
の
の
、

れ
て
い
る
し

ま
た
開
市
が
な
か
っ
た

そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
関
市
が
行
わ
れ
た
と
は
雷
え
な
い
。
そ
の
役
人
の
入
館
記
録
は
、
問
問
市
以
外
の
日
に
も
み
ら

い
て
い
る
自
に
も
役
人
の
入
舘
の
あ
っ
た
場
合
す
ら
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

れ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
と
と
も
に
次
の
よ
う

関
市
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、

(
史
料
十
二
)

商
訳
差
支
開
市
不
入
米
段
、
小
通
事
相
周
(

内
牌
特
設
立
支
開
市
不
入
来
段
、
小
通
事
相
屈
(

表
6
に
示
し
た
よ
う
に
、
年
度
に
よ
っ
て
器
市
系
に
若
干
差
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
四
年
間
の
全
体
を
み
て
も
す
べ
て
が
一
O
%
台
に

文
化
七
年
正
月
八
日
)

陪
七
年
二
丹

一一日)

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
表
通
り
な
ら
ば
、
易
地
牌
礼
の
前
年

の
場
合
が
同
じ
十
九
・
七
%
で
あ
り
も
っ
と
も
高
い
関
市
率
を
示
し

て
い
る
が
、

そ
の
数
値
だ
け
を
も
っ
て
、

八
一
O
年
と
一
八
一
二
年
の
私
貿
易
が
四
年
間
の
中
で
も
っ
と
も
活
発
で
あ
っ
た
と
は
い

い
が
た
い
。
向
年
の
場
合
の
み
を
み
て
も
、
関
市
に
つ
い
て
の
記
録
の
全
然
な
い
日
数
が
お
よ
そ
全
体
の
四
割
を
越
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。一

八
O
九
年
よ
り
一
八

年
ま
で
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
開
市
率
の
年
平
均
一
七
・
六
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
史
実
か
ら
、
文
化
初

期
は
私
貿
易
が
全
般
的
に
沈
滞
に
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
は
か
な
り
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
貿
易
の
断
絡
を

し

くて
な 幕
い元持
。)か

一
万
二
千
両
の
拝
領
金
を
も
ら
っ
て
き
た
対
馬
藩
の
主
張
通
り
、
私
貿
易
が
「
断
絶
」
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
は
全

図
ー
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
関
市
率
の
一
O
%
台
に
急
に
落
ち
こ
ん
だ
の
は
、

八

0
0年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん



…iLl!t紀初期朝日貿易における{潟市と貿易紛の動向

洲
市
戸
山
中
山
明

ω

一

(

30 

20 

10 

均市
ナ

j

恥

則

一

移

て

ム

正

分

L

P

t

一段一シ〕

3H山

引
出
心
明
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

の
や
一
日

時

抗

昨

3

関
市
不
開
催
の
原
因

)

奴

時

寸
時
日
前
述
の
通
り
、
記
録
の
不
明
の
た
め
関
市
の
開
催
可
否

叶

動

配

ト
洋
引
が
確
認
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
開
市
が
明
確

2
是

非

崎
仙
す
酬
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
記
録
も
多
い
。

対

関
絶
後
会
次
の
よ
う
な
記
録
を
類
型
別
に
整
理
し
て
み
た
も
の
が
表

の
の
山
子

)

易

史

五

円

年

奴

問

7
で
あ
る
c

数
朝
一
ニ

偶
口
凶

隣

同

漆

品

勺

磁
馬
一
一
一

(

対

策

年
間
間

開
削
後
巻

'
役
六

率

近

泊

門
川
r
j
釘

n

H

E

 

日

目

nuv
内

E
n
d

-一
A
1
7

「

務

史

ト

森

げ

.
料

一
乱
開
胤

1860 1850 1840 1830 1780 1790 1800 1810 1820 

潤市率の年度別動向 (1760~1870年)
1770 

凶 1

1760 

そ
の
後

一一

O
%台
ま
で
剖
復
し
て
い
た
持
も
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
十
八
世
紀
末
頃
ま
で
も
一
一
一

O
%よ
り
五

O
%

ム
ロ
に
及
ん
で
い
た
開
市
率
が
、

O
%台
以
下
に
下
落
し
は
じ
め
た
こ
と
に
注
目
す
べ

一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

(
史
料
十
一
一
一
)

商
訳
差
支
開
市
不
入
来
段
、
外
向
、
5
相
届
(

文
化
八
年
正
月
八
日
)

策
策
差
支
有
之
、
開
市
不
入
来
段
相
届
(

同
六
年
十
一
月
八
日

外
出
川
差
支
開
市
不
入
来
段
、
小
通
事
相
届
(

十
八
日
)

国
天
ニ
付
開
市
不
入
来
段
、
小
通
認
を
以
相
崩
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決Jf1J/1ド開催の原図の年度)3U比較 (1809~1812年)

文化6年(1809) 文化7年(1810) 文化8年(1811) 文化9年(1812) 守乙 均

i街訳 2を支
19 14 20 20 18.3f!1二

(54.3%) (50.0%) (80.0%) (74.1%) (65.5%) 

東策主主支
1 0.3 

(2.9%) (0.7%) 

外向 2主文
2 2 1.0 

(5.7%) (7.1%) (3.3%) 

雨天ニ f寸
5 3 2 5 3.8 

(14.3%) (10.7%) (8.0%) (18.5%) (12.9%) 

天ニ付
1 2 0.8 

(3.6%) (7.4%) (2.8%) 

内!惚将去を支
4 6 3 3.3 

(11.4%) (21.4%) (12.0%) (11.5%) 

関忠一付
2 2 1.0 

(5.7%) (7.1%) (3.3%) 

具合慾く
I 0.3 

(2.9%) (0.7%) 

記録不明
l 0.3 

(2.9%) (0.7%) 

;十
35 28 25 27 

(100.1%) (99.9%) (100.0%) (100.0%) 

雪景 7

丹

日

128 

付

内
牌
将
差
支
開
市
不
入
来
段
、
小
通
事
相
鼠

陪
七
年
二
月
一
一

ニ
付
、
関
市
不
入
来
段
、
外
向
δ

棺
崩
(

日

今
朝
具
合
悪
く
初
市
不
入
来
、
立
別
琵
入
館

之
段

同

小
選
認
を
以
相
崩
(

日

と
り
あ
え
ず

八
O
九
年
の
不
開
催
日
数
が

燃料 1官IV，l'Eヨ(悶立閉会[')(11号館所蔵本)。

日
で
あ
り
最
も
多
い
皮
脂

J¥ 

の

そ
れ
が

十
五
日
で
最
も
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
別

は
別
に
し
て
も
、
「
開
市
」
そ
の
も
の
が
年
七

回
の
中
に

回
な
い
し

聞
も
確

開
催
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
は

当
時
の
私
貿
易
の
不
振
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え

ト
4
F
〉
「
ノ
。一

方
、
関
市
の
仔
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
を
具
体

的
に
述
べ
れ
ば

が
年
一
平
均
十
八



一
一
件
で
全
体
の
六
五
・
五
%
を
占
め
て
い
る
。
特
に
文
化
八
年
(
一
八

)
の
場
合
は
、
開
市
不
開
催
の
八
舗
が

か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
場
合
、
寵
訳
と
は
、
「
都
中
」
と
か

の
特
権
商
人
を
称
す
わ
け
で
あ
る
糾
「
開
市
不
振
の
主
な
震
閣
を
朝
鮮
蒔
人
の
活
動
不
振
と
見
な
し
て
い
た
対
馬
藩
の
立
場
が
鮮
明
に

の
略
)
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
朝
鮮

現
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
貿
易
の
衰
退
の
原
因
を
朝
鮮
商
人
の
活
動
不
振
の
み
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
、

と
い
う
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

方

ゃ
「
外
向
差
支
」
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
倭
舘
の
外
側
つ
ま
り
東
京
府
と
か
東
莱
商
買
の
ほ
う

よ
っ
て
開
市
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
経
済
的
関
係
に
よ
る
不
開
催
の
場
合
が
、
全
体
の
約
七
割
以
上
を
占
め
、
問
問
市
不
振
の
、
玉
な
諒
岡
山
が
交
易
品
の
調

-fLjlJ:紀初期朝日貿易における Ij丹市と貿易紛の動向

の
不
掠
な
い
し
は
利
潤
増
強
機
会
の
減
少
な
ど
に
よ
る
経
済
的
側
間
に
あ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
が
で
き
る
よ
う
で

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
揺
述
の
幕
府
の
貨
幣
改
鋳
政
策
に
よ
る
銀
品
位
の
低
下
問
題
や
幕
府
側
の
朝
鮮
認
識
の
変
化
に
よ
る
朝
鮮

あ
る
。

へ
の
銀
輸
出
の
抑
制
政
策
、
朝
鮮
人
夢
の
調
達
不
披
や
質
の
低
下
な
ど
か
ら
出
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

雨
天
や
隈
患
な
ど
に
よ
る
開
市
の
不
開
催
も
一
O
%
以
上
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
天
災
地
変
に
よ
る
も
の
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
日
取

り
を
改
め
て
「
別
市
」
を
聞
い
た
記
録
が
あ
ま
り
に
も
多
く
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
「
内
牌
将
差
支
」
が
一

そ
れ
は
お
そ
ら
く
朝
鮮
の
関
市
監
視
の
役
人
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
引
r

そ
の
ほ
か

五
%
に
及
ん
で
い
る
が
、

な
ど
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
の
躍
認
は
で
き
な
い
。

以
上
を
総
合
し
て
み
れ
ば
、
文
化
初
期
の

八
O
九
年
か
ら

八
一
二
年
ま
で
に
限
つ
て
は
、

(
イ
)
毎
年
関
市
率

jl.， 

る

も
の
の
、

四
年
間
の
平
均
が
一
七
二
ハ
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

(
ロ
)
記
録
の
不
明
に
よ
っ
て
関
市
の
開
催
可
苔
が
分
か
り
が
た

い
場
合
が
、
年
一
平
均
約
三
十
三
件
で
あ
り
、
規
定
日
数
の
七
十
一
日
の
ほ
ぼ
半
分
に
及
ん
で
い
る
こ
と
、

(
ハ
)
開
市
の
不
開
催
の
原
臨

を
分
析
し
て
み
る
と
、

や
は
り
一
刻
側
の
商
人
の
ほ
う
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
記
録
が
、
全
体
の
七
割
割
以
上
を
占
め
て
い
る

が
、
実
は
そ
れ
は
幕
府
の
朝
鮮
政
築
や
認
識
の
変
化
、

129 

日
本
の
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
交
易
銀
の
品
位
低
下
、
朝
鮮
人
夢
や
中
臨
物
産
の
諦



逮
不
振
な
ど
か
ら
き
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
か
ら
み
て
関
市
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
開
市
に
関
す
る
記
録
も
貿

易
発
展
期
の
そ
れ
よ
り
相
対
的
に
不
十
分
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
関
市
不
振
の
原
閣
も
や
は
り
銀
や
人
夢
の
調
達
不
識
な
ど
の
両
側
の

経
済
的
要
因
と
と
も
に
、
政
策
や
認
識
の
変
化
な
ど
経
済
外
的
要
閣
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
い
う
暫
定
的
結
論
に
達
す
る

」
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注
(
l
)

「
関
市
」
を
「
私
貿
易
」
と
も
い
う
。
朝
鮮
側
の
史
料
に
は
主
に
「
関
市
」
と
惑
い
て
い
る
が
、
対
馬
落
の
宗
家
文
書
に
は
ほ
と
ん
ど
「
私
貿
易
」

と
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)

「
嶋
崎
夜
交
隣
士
山
い
(

J

口
小
城
帝
展
大
学
法
文
学
部
影
印
十
午
、
ソ
ウ
ル
再
出
納
型
文
化
社
刊
、
一
九
七
四
年
)
、
吋
辺
例
集
要
い
(
縁
関
文
教
訓
則
自
由
人
線
終
委

員
会
影
印
本
、
一
九
八
四
年
)
。

(
3
)

森
普
一
郎
「
近
没
後
期
対
馬
務

g
税
貿
易
の
展
開
安
永
年
間
の
私
貿
易
を
中
心
と
し
て
」
令
市
災
川
之
第
五
六
巻
第
一
一
一
号
、
一
一
一
回
史
学
会
、
一
九

八
六
年
L
i

一
月
)
一
二
九
(
一
一
一
九
二
一
一
一
一

O
(一
一
一
九
二
)
変
。

(
4
)

吋
辺
例
集
姿
い
(
韓
国
文
教
部
商
史
編
察
委
員
会
彩
印
本
、
一
九
八
初
年
)
。

(
5
)

閏
代
初
生
吋
近
役
目
線
還
交
貿
易
史
の
研
究
い
(
創
文
社
、
一
九
八
一
年
)
第
十
一
夜
中
参
照
。

(
6
)

州
市
川
~
例
般
市
要
』
(
斡
悶
文
教
部
国
史
編
察
委
員
会
影
印
本
、
一
九
八
四
年
)
。

(
7
)

悶
代
和
食
吋
近
世
日
朝
遜
交
貿
易
出
人
の
研
究
』
一
一
九
九
夏
。

(
8
)

問問右、一一一

O
一頁。

(9)

刊
辺
例
築
制
京
」
(
縁
日
出
文
教
部
国
出
入
編
終
委
員
会
影
印
本
、
一
九
八
四
年
)
。

(
日
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
問
代
和
生
内
近
世
日
戦
通
交
貿
易
史
の
研
内
記
一
ニ
三
郎
j
一
一
一
一
一
一
九
爽
が
詳
線
。

(日
)
1
(
M
)

注

(
6
〉
と
伺
一
。

(
お
)
関
市
中
執
の
計
算
方
式
は
、
森
脱
税
一
郎
「
近
世
後
期
対
居
内
務
日
朝
貿
易
の
展
開
1

安
永
和
十
僚
の
私
間
関
易
を
中
心
と
し
て
i
」
(
宙
人
川
之
第
}
丑
ハ
巻
第
一
一
一

号
、
一
一
一
回
史
学
会
、
一
九
八
六
年
十
一
月
)
の
計
算
式
を
援
用
し
た
。

(
日
山
)
詰
山
守
臼
記
い
(
国
立
悶
会
閣
議
館
所
蔵
本
)
。

(
げ
)
お
岡
山
マ
日
記
い
(
文
化
六
年
九
月
二
十
一
一
一
臼
)
に
よ
れ
ば
、
「
今
日
思
怠
一
一
付
関
市
不
入
来
段
、
外
出
川
δ
相
周
」
と
あ
り
、
関
市
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
な
が
ら
も
、
「
商
訳
入
館
之
段
、
通
事
を
以
相
腐
ル
」
と
あ
り
、
商
訳
の
入
館
の
事
笑
を
白
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
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る。

(
日
)
「
鎮
守
日
記
」
(
閣
支
照
会
図
議
館
所
蔵
本
)
。

(
川
口
)
関
市
の
記
録
が
不
明
な
場
合
、
私
貿
易
が
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
い
え
な
い
し
、
ま
た
関
市
が
行
わ
れ
た
と
も
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
初
〉
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
森
盟
国
一
郎
「
近
世
後
期
対
馬
落
日
朝
貿
易
の
展
開
安
永
年
間
の
私
貿
易
を
中
心
と
し
て
i
」
(
吋
史
学
い
第
五
六
巻
第
一
一
一
号
、

…
一
一
凹
史
学
会
、
一
九
八
六
年
十
一
月
)
が
有
援
で
あ
る
。

(
れ
)
門
的
矧
守
臼
記
」
(
悶
立
回
出
会
関
設
館
所
蔵
本
)
。

(
幻
)
間
代
和
食
「
議
米
間
期
日
朝
私
貿
易
と
倭
館
貿
易
商
人
i
総
人
間
口
問
隠
の
取
引
を
ψ
心
に
j
」
(
速
水
一
級
ほ
か
一
総
門
徳
川
社
会
か
ら
の
日
開
袋
発
展
・

械
情
巡
・
国
際
関
係
i
ぃ
、
間
文
館
出
版
、
一
九
八
九
年
)
一
一
二
六
頁
に
は
、
設
問
十
四
県
話
集
い
(
小
田
幾
五
郎
著
)
に
基
づ
き
、
東
架
高
察
を
「
小
潟
人
よ

り
一
ラ
ン
ク
上
の
商
人
剖
」
と
悶
凡
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
東
茶
商
後
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
開
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
が
ま
だ
多
い
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
間
氏
「
門
松
米
期
白
羽
私
貿
易
と
倭
舘
貿
易
商
人
総
人
間
関
口
問
阿
国
の
取
引
合
中
心
に
i
」
一
一
一
一
六
資
に
は
、
「
内
袴
将
」
と
惑
い
て
い
る
が
、
お
附
守
日

記
い
(
悶
立
制
出
会
図
番
館
所
蔵
本
)
に
は
、
「
内
牌
将
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

冊
、
文
化
初
期
の
紫
易
相
聞
の
渡
航
実
態

当
時
釜
山
の
接
舘
か
ら
対
馬
本
島
へ
一
怠
る
運
送
は
海
運
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
往
来
し
て
い
た
船
の
用
途
が
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
渡
航
船
が
貿
易
船
で
あ
っ
た
か
外
交
業
務
の
た
め
の
使
船
で
あ
っ
た
か
が
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
区
分
で
さ
る
こ
と
で

は
な
い
。
貿
易
船
で
あ
っ
た
と
し
て
も
使
者
が
同
乗
し
た
場
合
も
あ
る
し
、

ま
た
使
船
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
貿
易
品
が
積
載
さ

れ
て
い
た
場
合
す
ら
あ
る
。

む
し
ろ
当
時
の
貿
易
が
外
交
と
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
貿
易
船
と
能
船

と
の
窓
別
は
容
易
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
「
貿
易
船
」
と
い
う
の
は
、
使
者
の
同
乗
な
し
に
貿
易
品
の
み
が
船
模
さ
れ
て
い
る
も
の
を
称
す
る
よ
り
も
、

易
を
主
要
業
務
と
し
て
い
た
広
い
意
味
の
船
を
さ
し
て
い
る
。

般
的
に
貿
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貿
易
総
の
穣
類

貿
易
船
の
分
類
は
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
き
る
と
思
う
が
、
所
有
静
態
別
に
み
れ
ば
、
対
馬
藩
所
有
の
も
の
と
村
民
の
共

同
所
有
あ
る
い
は
私
的
所
有
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
船
の
規
模
か
ら
み
る
と
、
大
船
と
小
船
が
挙
げ
ら
れ
る
。
史
料
上
に
は
こ
の

一
つ
の
分
類
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。

(
史
料
こ

今
申
ノ
刻
比
、
上
ノ
日
よ
り
大
船
弐
鰻
相
見
鍛
段
、
船
見
よ
り
遂
案
内
、
無
程
浦
入
候
姑
、
御
手
船
寿
幸
丸
、

水
夫
北
ハ
拾
壱
人
乗
、
(
中
略
)
今
壱
腹
、
御
手
船
寿
全
丸
、
船
頭
武
田
甚
兵
館
、
水
夫
総
ハ
拾
弐
人
乗
(
後
略
)

(
史
料
一
…
)

今
出
叩
之
下
刻
比
、
下
ノ
口
よ
り
飛
掛
一
一
一
般
相
見
候
段
、
船
見
よ
り
遂
案
内
、
無
間
も
追
々
浦
入
候
処
、
御
用
飛
船
と
し
て
、
佐
須

奈
飛
船
、
船
頭
常
八
、
豊
村
飛
船
、
船
頭
種
治
、
佐
鎮
奈
飛
船
、
船
頭
利
三
郎
、
向
連
も
水
夫
共
六
人
乗
一
一
し
て

例
え
ば
、
倭
舘
入
港
時
「
船
見
」
と
い
う
と
こ
ろ
よ
り
、
速
く
か
ら
入
っ
て
く
る
掛
の
様
子
を
見
て
、
そ
れ
を

(
後
略
)

と
か
「
飛
船
」

い
て
い
る
。
ま
た
入
港
船
の
謡
査
結
果

き
、
「
御
手
船
寿
幸
丸
」
や

と
か
「
佐
須
奈
飛
船
」
や

飛
船
」
な
ど
の
鉛
名
と
と
も
に
船
頭
名
や
乗
船
人
数
、
入
港
目
的
な
ど

れ
て
い
る
の
が

般
的
書
き
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
接
舘
出
港
の
捺
に
も
、

ほ
ぽ
同
様
に
船
名
や
船
頭
名
お
よ
び
乗
船
人
数
な
ど
が
記
し
て
い
る
。

本
稿
に

の
記
録
の
通
り
、
「
大
船
」

な
ど
に
分
類
し
た
上
で
、

さ
ら
に
大
船
は
「
御
手
船
」
と
そ
の
他
の
「
御
借
り

船
」
に
、

ま
た
小
船
は
「
飛
船
」
と

な
ど
に
分
け
て
把
握
し
て
み
よ
う
。

2 

貿
易
総
の
渡
航
実
態

(1) 
① 
御
手
掛

大
船
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『
館
守
日
記
』
に
出
て
く
る
御
手
船
の
名
称
と
渡
航
の
沿
革
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
が
、

田
代
和
生
氏
に
よ
る
と
、

「
御
手
荷
船
」
は
対
馬
藩
の
持
船
を
称
し
、
ま
た
「
請
負
方
訟
故
積
船
」
や
「
御
米
漕
船
」
な
ど
は
町
人
の
持
船
で
あ
る
と
し
て
お
ら

れ
る
。
さ
ら
に
「
御
米
漕
船
」
と
は
、
「
大
体
五
百
石
か
ら
千
石
級
の
船
で
、
帰
港
に
必
ず
朝
鮮
米
を
積
ん
で
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
い
か
「
朝
鮮
米
を
運
ん
で
き
た
「
御
米
漕
船
」
は
、
対
馬
藩
の
持
船
の
「
御
手
荷
船
」
で
あ
っ
た
と

ほ
と
ん
ど
が
「
町
人
」
の
持
船
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
う
よ
り
も
、

一九世紀初期朝日貿易における開市と貿易船の動向

と
こ
ろ
が
文
化
六
年
(
一
八
O
九
)
よ
り
同
九
年
(
一
八
一
二
)
に
か
け
て
の

『舘
守
日
記
』
(
全
十
八
冊
)
に
は
大
体
「
御
手
船

O

O
丸
」
と
書
き
、
倭
舘
出
港
の
際
に
は
「
御
買
米
中
漕
仕
出
申
付
候
処
」
と
か
「
御
買
米
其
外
御
物
送
状
之
通
積
之
」
な
ど
と
記
し
て

い
る
。
つ
ま
り
「
御
手
船
」
が
出
港
時
は
大
体
「
朝
鮮
米
」
な
ど
を
船
積
し
帰
島
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
時
々
「
新
造
御
手
船
」
と

い
う
文
言
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
御
手
船
の
寿
命
ま
で
は
わ
か
り
が
た
い
け
れ
ど
も
、
船
の
修
理
や
改
造
な
ど
を
も
行
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
御
手
船
」
が
上
記
の
「
御
手
荷
船
」
と
ど
う
違
う
の
か
、

さ
ら
に
「
御
手
船
」
が
「
御
米
漕
船
」
と
は
ど

の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。

さ
て
御
手
船
の
乗
船
人
数
と
積
載
荷
物
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
は
把
握
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
表
8
と
9
で
み
る
よ
う
に
、

大
船
特
に
御
手
船
の
乗
船
人
数
は
、
最
低
六
人
よ
り
最
大
十
四
人
ま
で
で
あ
り
、
船
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
入

出
港
に
よ
っ
て
も
乗
船
人
数
に
差
が
み
ら
れ
る
。
倭
館
滞
留
期
間
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

文
化
六
年
(
一
八
O
九
)
場
合
は
、
御
手
船
の
寿
吉
丸
(
船
頭
、

三
山
市
兵
衛
)

の
十
月
二
十
五
日
の
倭
舘
出
港
時
、
乗
船
人
数
が

よ
り
一
名
追
加
さ
れ
て
い
た
が
、
同
じ
御
手
船
の
順
永
丸
(
船
頭
、
三
上
松
兵
衛
)
の
同
年
七

月
三
日
出
港
時
の
乗
船
人
数
(
九
人
)
が
、
入
港
時
(
十
人
)
よ
り
一
名
減
少
し
全
体
的
に
は
変
化
が
な
い
(
表
1
参
照
)
。
し
か
し
文

化
九
年
ご
八

一二
)
の
場
合
は
変
化
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
同
年
九
月
五
日
の
出
港
時
の
乗
船
人
数
(
九

人
)
が
、
入
港
時
(
八
人
)
よ
り

一
名
追
加
さ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
文
化
九
年
の
御
手
船
の
乗
船
人
数
は
、
大
体
倭
舘
出
港
の
際
、

十
二
人
で
あ
り
、
入
港
時
(
十
一
人
)
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雪量 8 文化 6o.ド (1809)の大船の渡航笑慾

船名 船 E員 f入委浴員臼自 {け起き~r{Ë長f官l 領医l主数主 乗人数船 f入約浴機日1j 持出{}港i王1子3i 備 手Jチ

梅里子久右衛門 つ 1. 4 ? 10 つ 街l物横之 御手船

者子宝丸 梅聖子久右衛門 つ 12. 19 つ 10 つ 御際会|ミ外 倒iそf-船

村草野久;お衛門 4. 12 6. 22 71 11 御物綴之 1主!I'~為罪的自 係1手船

住j!j:tL 殴水七兵衛 つ 1. 4 つ 9 つ 御物綴之 街lそ間合

雄里子吉治 1. 27 2. 11 15 10 つ 御米? 御手船

妻子永丸
高雄鳩右衛門 5. 9 つ ? 11 御物絞之 つ 街i乎船

雄聖子三宮治 つ 7. 3 つ 13 つ 御援米 新進偶浮船

つ 11. 20 つ つ つ ') つ 御手船

fヨ向日巳兵衛 1. 27 2. 20 24 10 つ 御貿米外 御手船

容臼丸
主主多村守Z助 6. 3 つ つ 11 御物被之 つ 御手船

喜多村市;白衛門 つ 7. 11 つ つ つ 御寅米外 徹子船

姿多村市右衛門 つ 9. 18 ') 11 つ 御貿米外 御手船

実子箔丸
ヰZ悶篠宮 2. 16 4. 28 72 10 つ 御鼠米外 i御手船

中尾権右衛門 11. 19 12. 19 31 9 つ 倒Jll遣米外 御手船

高島伝佐 2. 22 6. 11 109 13 御物積之 御i:;封晴之 刺綱手際、

妻子会丸 高島伝佐 6. 27 7. 20 23 つ つ 御米? 新A聖倒刊住

つ 11. 20 つ つ つ つ つ 御手船

妻子:SV-A
河内治兵衛 3. 13 5. 11 58 12 つ 御緊米外 御手船

小島市草案 11. 20 つ つ つ つ つ 街l手船

ニ山市兵衛 3. 23 4. 28 35 11 御物綴之 御~米外 御そ「ー船

寿若手L 高島増右衛門 つ 6. 21 つ 10 つ 御震米 街}手船

三山市兵衛 9. 9 10. 25 47 ll(ロ) 御物積之 街}緊米外 各p乎船

妻子久メL
jj}j号儀兵衛 4. 12 6. 11 60 13 街]物綴之 御貿米 新滋街浮紛

伊賀{義よミー鈴1 6. 27 9. 7 73 11 つ 御貿米外 新進御手続1

川上松兵衛 4. 24 7. 3 69 10(9) つ 御貿米 新進御手f沿

順永丸 川ヒ松兵衛 9. 4 10. 9 36 12 つ 御緊米外 新進御手持占
つ 11. 20 つ つ つ つ つ 御手船

妻子長メL
小問源七 4. 24 5. 11 16 10 御物積之 街Jll者米 続き銅浮船

ノト沼源七 5. 28 6. 8 11 10 つ 御貿米外 御手船

I1関長丸
武田主主兵衛 4. 24 5. 20 27 13 倒l物桜之 術関米外 事T造御刊位

武間基兵衛 6. 13 8. 13 60 13 つ 御llli米外 御手船

妻子霊祭丸
雄里子芸子治 6. 3 7. 3 29 13 街}物桜之 御援米 事f造御刊G
雄野王宮治 つ 9. 18 ? 13 つ 係資米外 砧鮪弘、

ヂ子女子丸
中原玄兵衛 6. 4 7. 11 37 12 御物穣之 御寅米 新造街序船

中原玄兵衛 つ 10. 9 つ 12 つ 御輿米外 新造御利合

繁栄丸 ニミ't:長tr.衛門 11. 20 12. 2 13 6 つ 御貿米外 御手船

i主:? I土記主主不明。また( )は{委総出港時の粂隣人数。

資料 ?官官完了日記 (1議立国会i￥l災館所講話木)。
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ー九llt紀初期初日貿易における関子Iiと貿易紛の動向

雪景 9 文化 9>1三(1812) の大船の渡航笑態

船そ" 出j 立百 f入11浴釘fii {f荘u浴官t{l f 守i主二1!E?数a 梁鉛人数

ノj、lH ìl~i七 1. 7 2. 15 38 10( 9) 

'1f'ICh 小削減七 5. 27 7_ 22 55 11 (10) 

IJ、Ff:Ii括H二 10. 7 10. 18 12 10 

よミ郷2ぎ兵l~i 1. 6 2 _ 15 39 9 

が永1L 長持!日浅兵衛 5. 27 6. 27 31 9 (8) 

長男事務兵後j 8. 15 9. 5 20 8 (9) 

ILiI.聖子E5託i 2. 27 4. 2 35 11 (10) 

繰り丸 大正ヨ与tdlli門 6. 22 8. 11 49 9 

大1=I与左衛門 11. 1 11. 18 18 1O( 9) 

ノj、日3i僚七 2. 5 3. 19 45 12 

点，t品止し 自6巡寺又五郎 6. 7 6. 19 13 11 

総iさ当T'Xli.長li 10. 7 10. 26 20 12 

武邸主主兵衛 2. 5 3. 19 45 14 (12) 

3与全丸 武田甚i兵衛 6. 15 7. 22 37 12(1l) 

武双!長兵衛 8. 28 9. 23 25 II 

中j反玄兵衛 2. 27 4. 2 35 12 
3やj7.丸

中原z兵衛 8. 29 10. 5 36 12(11) 

中島消滅 つ 1. 18 ? 12 

王子宮子:;!L rt，i'b約)絞 3. 26 6. 12 75 12(10) 

ゃあ減税 10. 7 12. 9 63 12 (10) 

凶依話議お話ii門 3. 9 4. 17 38 10( 9) 

主H毛1L 開{氏E泰E吉衛門 6. 7 6. 19 13 10( 9) 

機野安i治 10. 7 11. 27 51 11 (10) 

村井平井; 3. 9 4. 17 38 14 (10) 
寿一事丸

村井平太 8. 6 9. 5 29 14(12) 

長GJiち伝{乍 3. 24 
6.19 8 

74 12 
寿i庁生L

小問滋七 9. 18 10. 31 12 

キ.; :;!L 森IJI事お衛門 6. 21 7. 5 14 6 

ぽ:?は記録不明。また( )は倭鋭的浴時の乗船、人数。

資料・ fftn守日記 ()tLj'問会@議官官所)続本)。
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入浴時紛お ti1話主将船積 備 考

御物fj:t，::;と 倒l!i'l米外 j;!jJ手紛

つ 御妥1米 鈎j手紛

{郎物約之 {司Jie[米外 1踊l守主紛

話事物H'l之 j;!jJiY米外 御手船

御物税之 街]寅米 御守三船

つ 街J~翌米外 御手品(}

古書l物もを之 街J!i'l米外 御手持品

御物fJ"l之 御Y'i米 保i手持品

つ 鈎1'V4米 街}そF紛

御物綴之
綴l物機之 御lチ鉛

街J~芝米外 御手総
御物政之

御震米外 御手紛

御物検之 御);l米外 御手続}

御物fl'!之 御!i'l米 御手紛

つ {卸~米外 御手鉛

御物機之 御資米 御手紛

つ 御覧会社外 御手紛

つ 街J~ヨ米 復l手持品

街]物ft!之 術関米外 御手母ii

つ 御j'ti米外 御手自合

御物秘E之 {最J~ヨ米外 御手紛

街l物絞之 {卸鼠米外 御"f-紛

係l物絞之 街J:&翌米外 御手紛

御物桜之 御~*外 御手紛

倒1I物fJl之 御輿米外 街l乎飴

i調i物fj~之 御);l米外 御手紛

御物綴之 御);l米外 御手紛

御物横之 鈎l物検之 街Jf昔り母性



名
で
あ
っ
た
に
対
し
て
、
設
舘
出
港
時
の
そ
れ
が
十
・

名
に
減
少
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
こ
う
い
う
現
象
が
河
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
も
の
の
、

減
少
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
の
入
港
時
の
乗
船
人
数
が
年
平
均
約
十

お
そ
ら
く
そ
れ
は
船
積
誌
の
減
少
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

御
手
船
の
積
載
適
量
に
つ
い
て
の
記
録
は
詳
し
く
は
な
い
が
、
入
出
港
時
に
お
い
て
品
物
の
船
積
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

入
山
港
時
の
鉛
積
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
場
合
は
、
大
体
「
御
物
送
状
之
通
積
之
」
と
あ
り
、
船
標
荷
物

よ
く
分
か
る
。
例
え
ば
、

そ
の
も
の
は
確
認
で
き
る
。
出
港
時
の
記
録
も
ほ
ぼ
同
様

に
関
し
て
は
分
か
り
が
た
い
が
、
船
積
さ
れ
た
物
の

で
あ
る
。
「
御
貿
米
其
外
御
物
送
状
之
通
積
之
」
な
ど
と
あ
り
、
米
や
ほ
か
の
品
物
が
船
模
さ
れ
て
い
た
事
実
そ
の
も
の
は
う
か
が
え

る
朝
鮮
米
な
ど
の
船
積
内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
記
録
が
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

8
の
よ
う
に
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)

場
合
、

一
日
(
米
千
六
百
三
十
六
俵
、
内
一
一
百
八
十
七
俵
は
労
金
丸
、

と
七
月
二
一
日
(
陪
千
五

八
百
九
俵
は
寿
久
丸
)

俵
、
内
七
百
二
十
八
俵
は
願
永
丸
、
仲
間
は
寿
幸
丸
)
お
よ
び
七
月
十

積
米
四
千
五
十
俵
に
つ
い
て
は
具
体
的
内
容
が
分
か
る
。
ま
た
文
化
九
年
(
一
八

作
米
」
と
し
て
米
二
千
俵
が
倉
康
よ
り
搬
出
さ
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。

(
河
八
苦

十
四
俵
、
寿
好
丸
)
の

聞
の
船

日
一
)
の
場
合
は

月

日
に
「
新
年
条
公

と
こ
ろ
が
以
上
の
記
録
だ
け
を
も
っ
て
、
文
化
六
年
の
対
馬
藩
の
朝
鮮
米
輸
入
が
四
千
五
十
伎
で
あ
り
、

ま
た
同
九
年
の
そ
れ
が

千
俵
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
約
三
十
年
前
と
か
な
り
の
唯
一
況
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
安
永
五
年
(
一

か
ら
み
て
も
、
当
時
米
だ
け
で
九
千
八
十
五
俵
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
、
文
化
六
年
(
一
八

七
七
六
)

の
場
合
、
向
じ

O
九
)

一
十
年
間
に
米
の
輪
入
が
半
分
以
上
減
少
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

の
四
千
五
十
俵
は
火
変
少
な
い
と
い
え
る
。

し
か
し
表

8
と
9
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
文
化
六
年
に
は

十
六
件
も
米
の
船
穣
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
は

一
十
七
件
、
同
九
年
に
は

朝
鮮
か
ら
の
輸
入
米
よ
り
倭
舘
消
費
分
を
除
き
、

そ
の
中
、
前
述

そ
の
う
ち
帰
港
船
に
船
積
し
た
こ
と

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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の
文
化
六
年
の
一
一
一
件
と
同
九
年
の
一
件
の
み
が
具
体
的
輸
入
泣
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ

に
は
朝
鮮
米
の
輸
入

が
も
っ
と
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
間
期
(
一
八

O
九

!

の
数
量
分
析
の
可
能
な
史
料
が
今
の

!¥ 

と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
以
上
は
分
か
り
が
た
い
が
、
文
政
七
年
(

八
二
四
)

の
研
究
結
果
を
み
れ
ば
、
換
米
分
一
万

(
公
木
四
百
陪
の
代
米
)
と
過
海
米
(
朝
鮮
朝
廷
の
支
給
分
)
そ
の
他
を
併
せ
て
一

朝
鮮
か
ら
輸
入
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
、
五
千
七
百
間
十
俵
余
が
倭
舘
で
消
費
さ
れ
、
残
り
の
一
万
六

際
に
対
馬
島
へ
送
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
引
r

ヅL!笠紀初期朝日貿易におげる|潟市と貿易紛の動向

私
貿
易
と
は
違
っ
て
、
朝
鮮
朝
廷
と
対
馬
穫
と
の
識
で
「
約
条
」
と
し
て
決
ま
っ
て
い
る
の
が

に
よ
る
朝
鮮
米
の
輸
入
設
に
は
大
き
な
変
化
は
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
時
期
は
少
し
下
が
る
が
、
文
化
十
一
二
六
)
七
丹
十

と
「
子
年
条
御
向
反
米
千
五
百
俵
庫
出
之
段
相
周
る
」
と
記
し
て
い
る
。
問

で
あ
る
の
で
、
「
換
米
の
制
」

(
一
八

九
日
の

ら年
み!¥
れ月
ば五一

日IJ

年
度
の

!¥ 

一
自
に
も
、
「
亥
年
条
御
貿
米
千
五
百
俵
庫
出
之
段
栢
届
る
」
と
「
子
年
条
御
翼
米
五

い
て
い
る
こ
と
か

の

八
一
六
年
の
公
作
米
の

部
が
倭
舘
に
渡
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
側
の

都
合
に
よ
っ
て
公
作
米
の
引
渡
し
の
持
期

に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
急
激
な
変
化
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え

ょ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
み
て
も
、
易
地
鴨
礼
以
蜂
の
「
公
作
米
削
減
」
の
影
響
は
大
変
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
文
化
六

年

(

(
一
八
一
二
)
に
か
け
て
の
時
期
に
お
い
て
も
輸
入
米
を
運
搬
し
て
い
た
対
馬
藩
の
漕
運
鉛
は
あ
い
か

八

O
九
)
iJ、

わ
ら
ず
朝
鮮
と
日
本
と
の
鰐
を
頻
繁
に
往
来
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
文
化
六
年
よ
り
は
陪
九
年
の
御
手
船
の
渡
航
屈
数
が
減
っ
て
い
る
。
文
化
六
年
(

陸
往
来
し

て
い
た
に
対
し
て
、
同
九
年
三
八

一
)
に
は
二
十
九
日
間
に
な
っ
て
い
て
、

八

O
九
)
の
場
合
、
…
一

む
し
ろ
易
地
蒋
礼
以
前
の
文
化
六
年
よ
り
も
減
少
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

②
そ
の
他
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九
年
六
月

大
船
の
中
に
は
、
御
手
船
以
外
に
、
「
御
舟
り
船
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
史
料
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
化

日
に
倭
舘
に
入
港
し
、

138 

ト

日
出
港
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
史
料
一
一
一
の
入
港
時
の
記
録
に
よ
る
と
、

御
借
り
船
幸
船
に
ふ
ハ
人
が
乗
っ
て
、
輸
出
品
を
乗
せ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
出
港
時
に
も
同
数
が
乗
船
し
、
史
料
剖
で
み
る
よ
う
に
、

や
は
り
輪
入
品
を
船
積
し
て
帰
島
し
た
こ
と
で
あ
る
。

(
史
料
一
一
一
)

今
申
ノ
刻
比
上
ノ
口
よ
り
、
大
船
一
般
相
見
候
段
、
船
見
よ
り
遂
案
内
、
無
程
浦
入
候
処
、
御
告
り
船
幸
丸
、
船
頭
森
山
幸
右

衛
門
、
水
夫
共
六
人
乗
一
一
〆
、
御
物
送
状
之
通
積
之
、
無
関
思
(
犠
舘
着
(

(
史
料
問
)

文
化
九
年
六
月

日

御
借
船
幸
丸
、
明
日
も
御
物
出
し
被
仰
付
候
段
、
船
頭
相
届
(

御
借
船
幸
丸
、
今
晩
演
下
被
、
仰
付
候
段
、
船
頭
棺
届
(

同
年
七
月
三
日
)

同
年
七
月
四
日
)

昨
夕
讃
下
山
町
付
宝
候
、
御
借
船
幸
丸
、
船
頭
森
山
幸
右
衛
門
、
水
夫
説
ハ
ム
ハ
人
乗
ニ
〆
、
御
物
送
状
之
通
積
之
、
(
後
略
)

同
年
七
月
五
日
)

右
船
、
御
改
無
脱
会
木
相
済
、
嶋
へ
掛
演
候
段
、
相
届

同
年
七
月
五
日
)

以
上
が
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)

よ
り
同
九
年
ま
で
の

に
お
い
て
の
「
御
借
り
柏
」
の
記
録
で
あ
る
が
、
御
手
船
と

と
も
に
今
後
貿
易
船
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

ω
小
船

①
飛
船

a
沿
古
車

…
般
的
に
朝
日
貿
易
に
お
い
て
、
「
飛
船
」
と
は
、
釜
山
の
鐙
舘
と
対
馬
本
土
と
の
聞
を
柱
来
し
て
い
た
小
型
掛
舶
の
一
種
を
称
す
る
。



「
御
用
飛
船
」
と
か

「
飛
船
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
用
務
の
性
格
は
、
倭
舘
と
対
馬
と
の
連
絡
業
務
か
ら
使
者
や
漂
流
民
の
送
還
に

至
る
ま
で
様
々
で
あ
る
。

飛
船
の
全
貌
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
ま
だ
多
い
が
、
最
近
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
飛
船
の
建
造
や
派
遣
お
よ
び
関
所
の

設
置
な
ど
に
つ
い
て
か
な
り
の
部
分
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
飛
船
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
派
遣
さ
れ
は
じ
め
た
か
は
、

必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
も
の
の
、
早
く
て
も

一
六

O
九
年
の
「
己
酉
約
条
」
の
締
結
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
関
所
設
置
の
開
始
年

一九世紀初期朝日貿易における関市と貿易船の動向

度
も
明
確
で
は
な
い
が
、
大
体
「
己
酉
約
条
」
の
締
結
か
ら
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)
に
至
る
ま
で
は
「
鰐
浦
」
と
い
う
と
こ
ろ
の

み
に
関
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
寛
文
十
二
年
に
「
佐
須
奈
」
に
新
た
に
関
所
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
は
、
倭
舘
を
出
港
し
た
飛
船

が
鰐
浦
と
佐
須
奈
浦
の
二
カ
所
に
碇
泊
し
、
入
港
手
続
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

佐
須
奈
へ
の
関
所
の
移
転
は
、
両
国
往
来
の
円
滑
化
の
た
め
の
大
船
越
瀬
戸
の
掘
撃
工
事
と
深
い
関
連
が
あ
る
が
、
実
は
倭
舘
の
移

転
交
渉
の
成
事
の
た
め
に
、
対
馬
藩
が
出
し
た
条
件
と
理
解
さ
れ
る
。
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)
六
月
に
綾
工
を
み
、
従
来
の
「
西

回
り
」
よ
り
は
府
中
(
今
の
厳
原
)
に
至
る
距
離
も
時
間
も
短
縮
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
海
風
や
暴
雨
な
ど
に
よ
る
遭
難
の
危
険
性
も

一
層
少
な
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

b
渡
航
実
態

飛
船
の
乗
船
人
数
は
原
則
と
し
て
六
人
に
な
っ
て
い
た
が
、
用
務
の
内
容
、
天
候
、
潮
行
き
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
増
胴
子
」
(
ま
し
か

三
名
程
度
を
増
員
し
た
場
合
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
の
場
合
、
記
録
不
明
の
場
合

こ
)
と
し
て
二
、

を
除
け
ば
、
六
人
乗
が
十
件
、

と
こ
ろ
で
次
の
史
料
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

J¥ 

八
人
乗
が
九
件
で
あ
り
、

八
人
乗
が
か
な
り
多
い
。

人
乗
の
ほ
と
ん
ど
が
「
急
用
」
あ
る
い
は
「
御
用
」
に
よ
る
も
の
と
書
か
れ
て
い
る
。

(
史
料
五
)

申
ノ
刻
比
、
下
の
口
よ
り
飛
船
二
鰻
相
見
候
段
、
船
見
よ
り
相
届
、
無
程
令
浦
入
候
処
、
御
用
ニ
付
鰐
浦
飛
船
船
頭
嘉
七
、
水
夫
共

139 



八
人
乗
、
乗
主
仮
案
内
役
財
部
十
蔵
、
為
御
使
被
差
渡
(
後
略
)

文
化
六
年
正
月
十

日

(
史
料
六
)

亥
ノ
刻
比
下
の
口
よ
り
飛
船
と
お
り
鍛
段
、
州
知
見
よ
り
相
閥
、
無
程
令
浦
入
候
処
、
裁
判
方
へ
急
制
御
用
状
被
惹
越
、
豊
村
飛
掛
船

頭
簿
お
衛
門
、
増
加
子
共
八
人
乗
、

の
場
合
、
史
料
五
の
よ
う
に
た
だ
「
水
夫
共
八
人
乗
」

(
後
略
)

文
化

年
正
月
十

日
)

い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大
体
史
料
六
の
よ
う
に
「
増

と
こ
ろ

加
子
共
八
人
乗
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
増
加
?
と
と
「
増
胸
子
」
が
ど
う
違
う
の
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、

ら
く
同
一
の

の
も
の
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
こ
」

さ
て

と
か
「
御
用
」

一
応
、
形
式
的
に
は
ほ
と
ん

の
場
合
、

そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
出
て
来
る
。

ど
特
定
の
任
務
を
も
っ
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
文
化
九
年
の
場
合
を
み
て
も
入
出
港
の
自
的
は
、
裁
判
宛

の
缶
え

な
ど
色
々

い
♂
仁
い
ヲ
h
v
o

七

O
七
)
の
研
究
結
果
を
み
れ
ば
、
倭
館
に
入
滋
し
た

飛
船
の
ほ
ぼ
半
数
が
、
銀
の
専
吊
運
搬
船
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
時
期
は
少
し
下
が
る
が
、
文
化
十
一
一

し
か
し
飛
船
の
役
割
が
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

八
二
ハ
)
四
月
四
日
付
の

残
っ
て
い
る
。
輪
入
品
の
閣
内
相
場
に
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
に
、
船
足
の
速
い
飛
船
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
深
い
関
連
が

あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
「
御
用
飛
船
」
の
水
犬
に
よ
る
人
参
の
密
貿
易
す
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
や
は
り
飛
掛
の
、
芝

ゆ
」
中
」
町
、

の
鰐
浦
飛
船
、
佐
須
奈
飛
船
、
豊
村
飛
船
に
人
参
が
稲
積
さ
れ
て
い
た
記
録
が

な
任
務
は
倭
館
と
対
馬
本
土
と
の
連
絡
業
務
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
貿
易
品
の
船
穣
と
い
う
大
切
な
役
割

を
果
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

飛
船
の
渡
杭
回
数
を
み
れ
ば
、
文
化
六
年
(

の
場
合
、
一
一
一
十
一
回
、
同
九
年
(
一
八

八

O
九
)

)
に
は

で
あ
り
、
文

化
九
年
に
至
っ
て
急
に
減
少
し
て
い
る
。
鰐
浦
飛
船
が
三
由
(
文
化
六
年
)

か
ら
六
回
(
同
九
年
)
に
増
加
し
た
こ
と
を
除
け
ば
、
最
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も
多
か
っ
た
佐
須
奈
飛
船
が
十
九
回
か

凹
に
、

そ
し
て
農
村
飛
掛
が
八
回
か
ら
一
回
に
そ
れ
ぞ
れ
減
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
次
の
表
叩
と
口
に
示
し
た
よ
う
に
、
飛
船
は
年
に

十
四
な
い
し
一
一
一
十
隈
程
度
渡
航
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
文
化
六
年

一
一
回
に
急
増
し
て
い
た
こ
と
、

に
激
減
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
る
。

ま
た
詞
九
年
に
は
そ
れ
が

②
小
隼

小
隼
に
つ
い
て
は
、
ム
ワ
の
と
こ
ろ
詳
し
く
は
分
か
り
が
た
い
が
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)

の
場
合
、
九
丹
十
八
自
に
倭
館
に
入
港

し

自
に
対
馬
に
帰
帆
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

(
史
料
七
)

ー九段紀初期拶m貿易における間前と貿易船の動向

上
ノ
口
よ
り
島
小
悠
入
船
之
段
相
届
、
尤
仕
出
状
飛
船
壱
紙
に
し
て
来
る

飛
船
島
小
隼
御
改
無
別
条
相
済
候
段
、
(
後
略
)
(
以
上
、

文
化
六
年
九
月
十
八
日
)

(
史
料
八
)

自
…
向
小
伎
十
船
頭
菩
八
、
畑
、
水
丸
一
衆
付
と
し
て
、

へ
も
僻
代
官
方
よ
り
申
出
有
之
、
刑
帰
国
可
被
申
付
口
問
、
御
代
官
方
へ
可
被

演
方
へ
申
達
(

同
年
十
丹
七
百
)

と
あ
り
、
「
島
小
隼
」
と
い
う
揺
が
、
渡
航
巨
的
は
明
か
で
は
な
い
が
、
倭
館
に
入
港
し
た
時
、

そ
の
渡
航
証
が

と
一
緒
に
な

っ
て
い
た
こ
と
、

さ
ら
に
「
飛
離
島
小
悠
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
な

εが
う
か
が
え
る

史
料
七
参
賠
)
。
ま
た
帰
り
の
際
に
も

史
料
八
に

た
よ
う
に
、
島
小
隼
(
船
頭
、

一
方
、
文
化
九
年
(
一
八

が
頗
永
丸
に
乗
付
け
ら
れ

一
)
に
は
、
小
隼
の
渡
航
が
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
表
口
か
ら
も
分
か
る
よ
う

た
こ
と
が
分
か
る
。

に
、
同
年
に
は
小
慾
が
お
よ
そ
五
回
に
か
け
て
渡
航
し
て
い
た
。
す
べ
て
が
入
出
港
時
、
荷
物
を
船
積
し
て
い
た
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

(
史
料
九
)

今
市
ノ
下
刻
比
下
ノ
口
よ
り
小
船
壱
般
相
見
候
段
、
船
見
よ
り
遂
案
内
無
程
浦
入
候
段
、
小
隼
橘
丸
船
頭
葉
津
源
左
衛
門
水
夫
共
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霊祭10 文化 6年 (1809)の小船の渡航笑態

iII 名 船頭 後入港宣F告i iJ委IJ主lli飽臼 領任i官数担 梁人数時詩 入浴時刻務 fれ浴H子服務 似j 考

去五七 1. 12 2. 29 48 8 裁判')道警~ft打

年;話鮒合 利七 5. 7 6. 15 39 6 

潜吉子 7. 11 8. 25 45 6 f4.:り飛自治として 小i邸前日l歯

~PE吉 1. 12 つ つ 6 

字1ぎ つ 3. 6 '1 つ

磁波 つ 5. 5 つ つ

E納税 主亀治 つ 6. 6 つ つ

伝お衛門 6. 26 7. 20 24 8 主裁皮浅判越jゴへ御念、問状

言喜右衛門 8. 18 つ つ 6 

官邑治 つ 11. 16 つ 6 tJ主タ苦ト悩}鉛2程

与お衛門 12. 11 つ つ 6 {~り飛船として

与右待jF号 つ 1. 21 つ つ

三右衛門 つ 2. 26 つ つ

久兵衛 2. 11 3. 19 39 8 念、府ニ{すき

衡な衛門 2. 11 4. 3 52 6 急mニイづき

勘七 つ 2. 29 つ つ

1原J¥ 3. 13 5. 11 つ 8 念、問ニ付き

弥四郎 4. 14 5. 23 36 8 御F自ニ付き

与一，右衛門 つ 4. 26 ') つ
佼須奈

幾三l'lri つ つ 8 急用ニイすき
飛紛

5. 17 

伝六 5. 28 つ つ 8 急用ニ付き

3喜左衛門 つ 6. 6 つ つ

伝右衛門 6. 8 6. 21 つ 8 伺1mニ付き

f云お衛門 つ 7. 8 つ つ

伝J¥ 8. 18 つ つ 6 就御用

与左衛門 9. 1 つ つ 6 8.総26令下
梁 f氏

つ 9. 18 つ つ つ

与おilJj門 11. 18 11. 28 11 つ 就御用 潔i庶民主護送

弥E吉郎 つ 11. 28 '1 '1 j喫読tE詰j護送

久兵衛 12. 11 つ つ 6 代り飛紛として

河芳首内村船 佐右衛須支門持伝 6. 19 つ つ 8 裁判方へ念、用ニ{すき

島小生存 幸喜八 9. 18 10. 7 20 つ

ノト主主総丸 議兵衛 11. 20 12. 2 13 10 御努米外

I主:フは記録不明。

撃を料 r吉宮守日記j(隠立E司会図主警告書所語道本)。
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一九世紀初期務臼貿易における関市と気湯船の動向

雪量11 文化 9年 (1812年)の小船の渡航実態

飴 名 青白 E長 f入委浴官臼官 俊出潜書行官 f日E館数 粂人数船 入浴時剤務 出港H寺用務

ilffi八 つ 2. 4 つ つ

7吉五郎 ? 3. 23 つ ? 

鰐鴻Jf~船 松之允 4. 12 6. 11 59 6 {~り J~船として

前夜衛門 5. 8 8. 9 91 6 街pr羽として

四郎官 8. 28 10. 13 45 6 代り飛船として

主喜兵衛 10. 7 ? つ 6 

塁塁村飛船 文王子 8. 3 9. 25 52 8 代り飛紛として

伝五郎 つ 1.5 つ つ

利三郎 1. 19 3. 18 59 6 御用飛紛として

{二J¥ 3. 5 4. 28 53 6 代り飛船として 急用ニ{寸

三次郎 3. 5 5. 12 66 6 代り飛船として

伝九郎 つ 1. 21 つ つ

常八 4. 12 6. 11 59 6 代り飛紛として

館員奈費総占 弥矧郎 5. 8 6. 24 47 6 御用飛船として

市五郎 5. 22 8. 25 93 8 代り~紛として

吉右衛門 6. 7 つ つ 8 御用飛船として

半吉 6. 19 9. 5 75 8 御用ニ付き

吉兵衛 8. 25 つ つ 6 和潔船頭穏として

勘七 9. 8 11. 11 64 6 代り飛船として

在五左衛門 10. 7 つ つ 6 

小室事機丸 楽津波左衛門 3. 16 3. 26 11 9 荷物送状之錦之

小隼一期L 藤田~お衛門 3. 19 3. 26 8 9 荷物送状之i重綴之

1]¥1事権離し 篠悶久我右衛門 3. 29 4. 14 15 13 荷物送状之週後之

4係機制L 松島仙右衛門 4. 5 4. 14 10 13 荷物ぽ状之通機之

d偉大加し 藤吉蔵 6. 22 8. 25 63 13 御物送状之j車桜之

一
法:?は記録不明。

資料 r副官守日記(匠2立僚会図滋館所線本)。
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九
人
乗
、
荷
物
送
状
之
通
機
之
、
乗
主
六
巡
漂
民
護
送
使
正
官
人
陶
山
向
左
鮪
門
、

乗
組
、
外
ニ
五
巡
漂
民
駕
船
壱
般
市
吋
諸
国
足
軽
久
兵
衛
、
治
兵
舗
、
案
内
者
佐
須
奈
村
吾
姓
一
一
人
乗
組
、

文
化
九
年
一
一
一
月
十
六
日
)

(
史
料
十
)

小
後
十
橘
丸
掛
頭
粟
津
源
左
衛
門
、

相
閣
候
付
、
御
切
手
御
状
潰
へ

葉
丸
船
顕
藤
田
右
衛
門
、

山
川
吉
次
郎
並
送
り
賄
通
詞
中
村
卯
兵
衛

144 

L、
つ

抗
出
水
夫
共
九
人
乗
ニ
し
て
、
帰
帆
申
付
、
今
朝
出
机
之
段

文
化
九
年
一
一
一
月
二
十
六
日
)

) 

以
上
の
史
料
に
示
し
た
よ
う
に
、
小
隼
は
大
体
漂
流
民
の
送
還
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
文
化
九
年
(
一
八
一

の
場
合
、
す
べ
て
の
小
集
が
出
入
港
時
、
荷
物
を
船
積
し
て
い
た
。
ま
た
入
港
時
に
は
渡
航
自
的
な
ど
が
、
あ
る
程
度
書
い
て
い
る
が
、

出
港
の
際
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
今
ま
で
み
て
き
た
船
の
渡
航
実
態
を
大
船
と
小
船
に
わ
け
で
、
相
対
的
に
朝
鮮
貿
易
が
発
展
の
状
態
に

れ
て
い
た
宝
永

に
お
い
て
の
船
の
動
き
と
比
較
す
れ
ば
、
表
ロ
の
よ
う
で
あ
る
。
小
船
の
場
合
は
宝
永
期
の
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
大

{妥館出入港船数の年度別比較

生F♂ 度 大紛 小船

~永 4 年 (1707) 52綬 32綬

"E永 5i1三(1708) 47 18 

さ定永 6年(1709) 57 33 

安永5年(1776) 24 19 

文化 6"手(1809) 34 33 

文化 9年(1812) 28 25 

安政3年(1856) 20 

!笈永 3年(1867) 26 

慶応4年(1868) 27 

表12

ii: 大紛 lま街}手総と御{昔脅告を，小船 lま jl~

持告と小慾を称。

ま守料:3i.永 4~6 年lま，閃fU日生n丘i設臼

車時j車交佼身長ミの研究 204賞。安永 5

年lま， ~京王子制If近itt後i場対馬務自哲j

貿易の益還i持lJ128.&。文化 6~9 年

はバ!I¥I守日記([jiJ:iLiil会阪控室再rrii進
本)。安政3年，後rc;3~ 4 j手l土，長

剣綴 f朝鮮:箆D御l苅月?と御関所筏1

m丹主総をめぐってJ235]室。

船
の
渡
航
回
数
に
は
か
な
り
の
差
が
み
ら
れ
る
。
宝
永
四

七
O
七
)

の
大
船
の
倭
館
出
入
港
船
数
が

娘
、
同
六
年
(

七

O
九
)
に
は
五
十
七
般
に
な
っ
て
い

た
が
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)

の
大
船
が
三
十
四
般
、

陀
九
年
(

八
二
一
)
に
は
二
十
八
般
に
減
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
約
百
年
間
の
時
惹
が
あ
る
と
は
い
え
、
文

化
期
の
貿
易
の
沈
滞
状
態
が
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
と
思

つ。



一九段紀初期総日貿易における関市と焚易船の動向

注
(
1
)

外
交
交
渉
業
務
の
性
格
の
滋
い
「
裁
判
」
の
往
来
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
朝
鮮
側
の
史
料
と
宗
家
文
惑
と
を
検
討
し
た

よ
で
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。

(
2
)

諮
問
守
戸
記
い
(
悶
立
関
会
図
書
舘
所
蔵
本
)
。

(
3
)
(
4
)

泊
代
和
生
「
近
役
日
朝
遜
交
貿
易
出
入
の
研
究
い
(
創
文
社
、
一
九
八
一
年
)
一
一

O
五
賞
。

(
5
)
1
(
9
)

諮
問
守
臼
記
」
(
国
立
問
会
閣
議
館
所
蔵
本
)
。

(
叩
)
森
晋
…
附
則
「
近
世
後
期
対
百
内
務
日
朝
貿
易
の
展
開
1

安
永
年
間
の
私
問
料
開
制
を
ゆ
心
と
し
て
」
(
『
史
学
同
第
五
六
議
第
一
一
一
号
、
一
一
一
関
史
学
会
、
一
九

八
六
年
十
一
月
)
一
一
ニ
八
(
限

O
O
)
真。

(
日
)
(
詑
)
凹
代
和
生
「
近
没
後
期
日
朝
貿
易
史
研
究
序
説
i
論
付
出
入
綴
官
之
の
分
析
を
通
じ
て
」
(
「
一
一
一
沼
学
会
維
持
位
七
九
巻
一
二
号
、
慶
応
義
畿
大

学
経
済
学
会
、
一
九
八
六
年
八
月
)
一
九
(
二
八
一
一
一
)
頁
。

(日
)

(

M

H

)

吋
代
皆
同
日
記
い
(
長
崎
然
立
対
潟
歴
史
民
俗
資
料
館
山
出
家
文
庫
日
日
記
類
D
C
7
)
。

(
江
川
)
長
郷
姦
議
「
朝
鮮
波
口
御
関
所
と
御
関
所
御
用
部
川
船
を
め
ぐ
っ
て
」
(
吋
絶
海
を
渡
る
日
終
友
好
貌
慈
の
紛
i
h
長
崎
祭
上
田
畑
郡
上
対
馬
町
産
業

謀
、
一
九
八
七
年
)
。

(
凶
)
同
右
、
一
一
二
六
賞
。

(げ

)
2
a拝
借
御
金
御
ト
ム
納
御
符
免
筋
御
願
立
一
一
付
御
身
代
之
姿
松
市
ア
越
中
山
マ
様
江
一
被
及
御
内
意
候
御
瀬
川
守
之
別
録
い
(
長
崎
県
立
対
馬
際
交
民
俗
資

料
館
宗
家
文
庫
記
録
類
I
表
議
札
方
H

∞9
)
に
は
、
「
佐
須
奈
鰐
潟
両
所
之
儀
、
毎
年
一
一
一
月
δ
八
月
迄
ハ
佐
須
奈
一
改
人
被
噌
一
夜
間
略
、
九
月

5
一一月

迄
ハ
改
役
人
鰐
鴻
江
被
差
霞
外
付
、
一
ガ
改
人
向
エ
キ
M
H

所
t
被
河
口
霞
外
務
」
と
記
し
て
い
る
。
泊
稿
「
対
潟
議
税
制
肘
公
貿
易
関
係
史
料
」
(
門
佐
賀

大
学
綬
一
討
論
集
い
第
二
十
三
巻
第
二
守
、
佐
賀
大
学
経
済
学
会
、
一
九
九

O
年
五
月
)
一
九

O
真。

(
凶
)
…
長
郷
吋
同
閣
議
「
紡
鮮
波
口
御
関
所
と
御
附
間
一
防
御
用
飛
紛
を
め
ぐ
っ
て
」
二
一
一
五

i
二
二
六
十
災
。

(
川
口
)
河
布
、

a

…
一
二
ハ
頁
。

(
初
)
同
右
、
一
一
一
一
一
五

i
二
一
一
一
六
頁
。

(
幻
)
間
代
初
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
二

O
一一

1
1
1
1
1
1
1

一
一
一
一
…
頁
。

(
幻
)
川
代
官
臼
記
い
(
悶
宗
家
文
康
日
記
類
D
C
5
)
。

(
お
)
府
代
和
生
門
近
世
臼
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
い
二

O
七
資
。

(
M
〉
長
郷
系
議
「
相
明
鮮
渡
口
御
関
所
と
御
関
所
御
用
飛
船
を
め
ぐ
っ
て
」
一
三
五

i
一
一
二
六
支
。
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五
、
朝
毘
貿
易
衰
退
の
脊
景
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近
世
後
期
に
お
い
て
の
朝
日
貿
易
の
衰
退
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
衰
退
の
原
因
に
つ
い

て
の
分
析
も
必
ず
要
る
と
思
う
。
近
世
型
貿
易
の
衰
退
は
、
前
近
代
的
要
素
を
払
拭
し
た
近
代
的
貿
易
関
係
の
形
成
へ
の
発
展
可
能
性

を
も
た
ら
し
た
面
も
あ
る
が
、
実
は
臼
本
の
朝
鮮
侵
略
を
具
体
化
す
る
た
め
の
暴
力
的
方
法
に
よ
る
不
平
等
関
係
の
深
化
過
程
に
帰
結

し
た
側
面
が
看
過
で
き
な
い
。
本
稿
に
は
今
後
の
実
証
的
分
析
の
予
備
作
業
と
し
て
幾
つ
か
の
分
析
の
枠
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
よ
う
。

経
済
的
要
国

軒
目
貿
易
の
袋
退
に
つ
い
て
は
色
々
い
わ
れ
て
い
る
が
、
経
済
的
要
因
と
し
て
は
生
一
臆
面
と
流
通
商
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

ト
4

山
内
ノ
。

-Eよ

朝
日
貿
易
に
お
い
て
の
交
易
品
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
品
物
は
、
私
貿
易
の
場
合
、
朝
鮮
人
夢
を
は
じ
め
日
本
銀
・
鋼
、

生
産
面

中
国
産
生
糸
・

8
糸、

ア
ジ
ア
産
の
明
饗
・
水
牛
角
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
公
貿
易
で
の
朝
鮮
米
・
木
綿
な
ど
が
、
対

に
と
っ
て
大
変
重
要
な
生
活
必
需
品
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
品
物
は
ど
ん
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
生
産
は
近
世
後
鵬
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
状
況
に

れ
て
い
た
か
、

ま
た
時
間
の
流
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
品
物
に
代
え
て

ど
ん
な
貿
易
品
が
交
換
さ
れ
は
じ
め
た
か
、

と
い
う
こ
と
が

つ
の
問
題
に
な
る
。

」
れ
に
つ
い
て
朝
鮮
側
に
は
、

(
イ
)
人
夢
以
外
は
朝
鮮
国
産
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
対
日
輸
出
は
北
京
側
の
事
情
に
左
右
さ
れ

てて
し~ ~~ 

る?た

と

(
ロ
)
さ
ら
に
人
夢
は
自
然
産
で
あ
っ
た
の
で
、
も
と
も
と
大
量
供
給
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
指
擁
さ
れ

と

日
本
産
自
糸
の
国
内
生
産
の
成
功
に
よ
っ
て
輪
入
自
糸
の
利
潤
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ

(
ロ
)
人
夢
の
日
本
国
内
生
産
が
活
発
に
な
り
、
輸
入
人
夢
か
ら
出
る
利
潤
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

方
、
日
本
側
に
は
、

(
イ
)



以
上
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
側
の
史
料
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、
朝
鮮
と
日
本
の
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て

私
貿
易
が
従
来
の
輸
出
入
品
で
経
営
を
行
う
こ
と
が
最
早
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
向
。
近
世

後
期
に
お
い
て
の
朝
日
貿
易
の
変
質
つ
ま
り
国
際
市
場
価
格
の
変
化
に
よ
る
交
易
品
目
上
の
変
動
な
ど
を
証
明
す
る
に
は
、
大
変
大
切

な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

た
だ
人
事
や
白
糸
な
ど
の
日
本
国
内
生
産
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、

と

う
課
題
が
残
る
。
そ
れ
ら
の
品
物
が
日
本
で
生
産
さ
れ
は
じ
め
て
か
ら
朝
鮮
貿
易
の
存
在
意
義
が
激
減
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
も
っ
て
両
国
の
産
業
構
造
の
発
達
水
準
を
偏
頗
的
に
評
価
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

例
え
ゴ
、

一九世紀初期朝日貿易における関市と貿易船の動向

日
本
の
人
夢
国
産
化
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

で
詳
し
く
は
分
か
り
が
た
い
巧

そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
ま
だ
多
い
の

一
九
世
紀
末
の
状
況
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
が
人
夢
栽
培
に
成
功
し
た
時
期
は
地
域

に
よ
っ
て
違
う
が
、
生
産
し
た
人
夢
を
藩
が
収
納
し
、
長
崎
貿
易
を
通
じ
て
中
国
へ
輸
出
し
て
い
た
「
人
夢
の
対
清
輸
出
量
に
お
い
て

日
本
産
人
夢
の
占
め
る
比
重
は
か
な
り
高
か
っ
た
が
、
人
琴
の
質
面
で
は
ま
だ
劣
悪
な
地
位
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

一
八
九
二
年
か
ら
一
八
九
五
年
に
か
け
て
の
各
国
の
一
等
品
の
平
均
価
格
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
韓
国
産

一
等
品
の
価
格
を

一

O
Oと
し
た
時
、
満
州
産
四

O
、
北
米
産
二

O
、
日
本
産
二
五
、
清
国
産
一

O
と
な
り
、
清
国
市
場
で

の
日
本
産
人
夢
の
貨
幣
価
値
が
、

韓
国
産
人
夢
の
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
か
ら
み
れ
ば
近
世
後
期
に
お
い
て
朝
鮮
人
夢
や
中
国
産
白
糸
の
日
本
輸
出
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、

と
い
う
疑
問
が
出
て
来
る

わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
日
本
が
人
夢
や
白
糸
の
国
産
化
に
成
功
し
た
後
、
朝
鮮
の
人
夢
生
産
や
中
国
の
白
糸
生
産
が
ど
の
水
準
に
至
つ

て
い
た
か
、

ま
た
は
日
本
へ
の
朝
鮮
人
事
や
中
国
産
白
糸
の
輸
入
利
潤
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
、

と
い
う
点
を
明

ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

η
J
U
 

前
近
代
貿
易
の

一
般
的
特
徴
の
一
つ
は
、
当
時
の
貿
易
が
品
物
価
格
の
地
域
的
差
異
を
狙
っ
た
仲
介
貿
易
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と

流
通
面
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こ
ろ
に
あ
る
。
近
世
輯
日
貿
易
も
朝
鮮
と
自
本
の
臨
内
産
物
の
み
の
交
換
で
な
く
、
中
国
を
含
ん
だ
東
ア
ジ
ア
全
体
、
あ
る
い
は
南
ア

148 

ジ
ア
ま
で
も
含
む

つ
の
通
商
閣
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
国
が
大
体
鎖
閤
(
海
替
市
)
政
策
を
取
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る

の
で
、
根
本
的
制
約
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
朝
鮮
と
日
本
と
は
正
式
な
通
交
関
係
を
締
結
し
た
枠
の
中
で
貿
易
を
経
営
し

て
い
た
と
こ
ろ
に

べ
き
で
あ
る
。

近
世
後
賠
の
朝
自
貿
易
の
裳
退
原
因
は

崎
貿
易
を
通
じ
て
中
国
物
産
を
輸
入
し
て
い
た
こ
と

け
で
な
く
流
通
箇
か
ら
も
求
め
ら
れ
る
べ
き
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

あ
る
が
、
朝
鮮
を
通
じ
た
中
国
物
資
の
輸
入
ル

i
ト
も
決
し
て
無
視
で

き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

分
を
占
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
圏
内
蕗
品
流
通
と
関
連
し
て
、
朝
鮮
の
対
清
賛
同
勿
と

一
方
、
朝
鮮
に
と
っ
て
は
、

ア
ジ
ア
産
の
胡
椴
・
明
饗
・
丹
木
・
水
牛
角
な
ど
の
輸
入
も
大
変
重
要
な
部

の
長
崎
貿
易
や
琉
球
貿
易
な
ど
の
状
、
況
、

と
り
わ
け
貿
易
品
の
調
逮
や
俄
格
条
件
の
変
化
な
ど
の
問
題
が
重
要
な
変
数
と
し
て
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

価
格
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
品
目
自
体
を
変
更
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
私
貿
易
で
は
相
対
的
に
錨
格
条
件
の
変
化
へ
の
対
応
が
伸
縮

的
で
あ
っ
た
が
、
公
貿
易
に
お
い
て
は
、
髄
格
変
化
が
必
ず
し
も
直
接
に
決
定
的
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。

朝
鮮
朝
廷
と
対
馬
藩
と
の
聞
で
「
約
定
」
と
し
て
貿
易
量
を
決
定
し
て
い
た
し
、

そ
の
根
底
に
は

の
大
諒
提
が
置
か
れ

て
い
た
の
で
、
あ
る
品
物
の
諜
遠
錨
格
が
上
昇
し
た
と
し
て
、

ろ
ん
時
間
の
流
れ
に
よ
っ
て
佑
の
品
物
で
代
納
し
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、 に

そ
の
品
物
の
調
達
門
誌
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち

そ
の
際
に
も
必
ず
両
閣
の
間
に
協
議
の
上
で
行
わ
れ
て
い
た

の
で
、
か
な
り
の
時
差
が
発
生
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。

つ
ま
り
朝
鮮
の
対
清
貿
易
の
不
振
、
日
本
の
南
方
物
産
の
調
達
困
難
な
ど
の
原
因
を
総
合
的

内
商
品
流
通
の
状
況
を
も
検
討
し
た
上
で
、

さ
ら
に
朝
鮮
と
日
本
の
国

の
貿
易
品
目
に
岡
期
的
発
展
の
可
能
性
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
流
通
の
生
産
へ
の
刺
激
が
弱
か
っ
た
結
果
、
生
産
力
水
準
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
を
把
躍
す

る
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



非
経
済
的
要
四

ω
対
外
政
策
の
変
化

封
建
末
期
に
ば
輯
鮮
と
日
本
の
碍
掴
と
も
に
体
制
矛
盾
が
深
化
し
、
体
制
危
機
に
罷
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
対
内
的
に
は
深
刻

て
い
た
し
、
対
外
的
に
は
先
進
資
本
主
義
勢
力
の
進
出
へ
の
対
応
を
追
ら
れ
て
い
た
。
す
で
に
対
内
外
的
に
現
れ

2 

な
財
政
難
に

た
危
機
に
対
処
す
る
た
め
に
、
両
国
政
府
は

一九世紀初期朝日貿易における|対市と貿易船の動向

題
強
化
し
た
鎖
国
政
策
を
も
っ
て
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
両
国
の
危
機
対
処
方
法
と
そ

の
内
容
は
、
時
期
に
お
い
て
も
そ
の
程
度
に
お
い
て
も
差
が
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
朝
日
関
係
に
つ
い
て
の
政
策
に
限
っ
て
み

れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
表
罰
上
に
は
財
政
緊
縮
の
大
前
提
の
下
に
実
利
外
交
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ

M
r

田
本
の
対
朝
鮮
政
策
の
中
で
は
、
通
告
使
制
度
を
め
ぐ
る
政
策
、
銀
・
錦
の
輸
出
統
制
政
策
な
ど
が
注
自
さ
れ
る
。
輯
鮮
の
政
策
と

し
て
は
、
一
九
世
紀
以
降
と
り
わ
け
一
八

O
O年
以
来
の
政
治
状
況
、
即
ち
「
封
建
反
動
」
と
も
呼
ば
れ
る
純
祖
以
降
の
時
期
に
お
い

て
の
近
代
指
向
的
な
実
学
者
へ
の
弾
圧
や
荷
業
統
制
政
策
の
強
化
な
ど
に
着
眼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
政
治
変
化
や
政
策
転
換

な
ど
が
、
朝
日
貿
易
と
ど
ん
な
関
連
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

凶
対
外
認
識
の
変
化

近
註
朝
日
関
係
は
大
体
農
民
の
犠
牲
の
上
で
維
持
さ
れ
て
い
た
側
面
が
強
い
の
で
、
近
世
後
期
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
民
族
意
識
の

成
長
と
と
も
に
朝
日
関
係
に
つ
い
て
の
批
判
が
強
く
な
る
。
自
本
で
は
尊
忠
一
意
識
の
台
頭
と
と
も
に
、
信
使
接
待
の
た
め
多
く
の
犠
牲

を
払
っ
た
諸
藷
安
中
心
に
、
通
信
使
制
度
を
め
ぐ
っ
た
朝
日
関
係
を
「
朝
貢
関
部
」
と
み
な
し
た
上
で
「
征
韓
論
」
を
主
張
す
る
動
き

が
出
て
く
る
。
朝
鮮
で
は
日
本
へ
の
輸
出
府
の
人
夢
・
米
・
木
綿
な
ど
の
収
納
制
度
に
つ
い
て
農
民
の
不
満
が
広
が
っ
て
い
っ
た
語
が

指
摘
さ
れ
る
。

の
変
化
は
、

に
対
す
る
軽
損
な
い
し
蔑
視
観
の
形
で
現
れ
、
近
代
ま
で
に
つ
な
が
っ
た
側
詣
を
指
構
せ

そ
れ
は
ま
た
ど
ん
な
結
果
そ
も
た
ら
し
た
か
を
、
朝
司
貿
易
の
表
退
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こ
切
っ
い

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
が
ど
こ
か
ら
来
て
、



と
関
連
し
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
、
経
済
的
、
非
経
済
的
要
因
の

つ
の
劉
菌
に
分
け
て
み
た
が
、
実
は
こ
の
ニ
つ
が
統
一
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
単
純
に
あ
る
一
国
の
史
料
の
み
を
中
心
に
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
朝
自
貿
易
の
衰
退
の
責
任

ま
た
経
済
的
側
面
と
か
非
経
済
的
側
面
の
あ
る
一
倒
閣
の
み
を
強
調
し
過
ぎ
る
と
、
偏
狭
な
結

を
相
手
国
に
帰
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、

論
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注
(
l
)
(
2
)

森
資
…
郎
「
近
世
後
期
対
馬
務
日
朝
貿
易
の
展
開

i
安
永
年
間
の
私
佼
易
を
中
心
と
し
て
i
」
(
『
史
学
」
第
五
六
巻
第
一
一
一
号
、

一
九
八
六
年
十
一
月
)
一
一
五
(
…
ニ
七
七
)
一
一
七
(
一
一
一
七
九
)
真
。

(
3
)

隠
布
、
…
一
六
(
一
一
…
七
八
)
!
一
…
七
(
一
一
一
七
九
)
頁
。

(
4
)

い
ま
ま
で
の
研
究
成
楽
に
よ
る
と
、
卒
保
期
以
降
栽
培
に
成
功
し
、
明
和
期
に
は
人
参
座
の
設
援
を
み
る
ま
で
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

mm
代
利
金
吋
近
役
目
制
柄
通
交
貿
易
史
の
研
究
い
(
創
文
社
、
一
九
八
一
年
)
一
一
一
八
三
変
。
森
皿
回
一
邸
「
近
世
後
期
対
馬
落
日
朝
貿
易
の
悶
間
関
i
安、水

作
仲
間
の
利
払
絞
日
却
を
や
心
と
し
て
i
」
一
一
六
(
三
七
八
)
官
民
。

(5)

明
治
問
十
一
年
(
一
九

O
八
)
当
時
、
行
本
帝
滋
主
義
に
よ
る
統
監
府
符
代
の
出
掛
開
国
幾
商
工
部
技
師
兼
勤
業
模
綴
場
技
師
で
あ
っ
た
宮
本
政

刊
紙
が
、
倒
物
上
の
人
参
の
特
性
や
人
参
の
産
地
、
栽
様
、
市
場
状
況
な
ど
に
つ
い
て
設
い
て
い
る
。
同
氏
「
韓
関
の
人
参
」
(
「
韓
関
中
央
幾
会
報
い

第
弐
巻
第
六
号
、
制
抑
留
中
央
闘
脱
会
、
一
九

O
八
年
)
。

(
6
)

宮
本
政
蔵
、
同
論
文
、
白
川
問
問
問
中
ハ
一
貝
に
よ
れ
ば
、
務
政
符
代
に
多
く
の
落
が
務
内
の
滋
強
の
た
め
人
参
を
裁
縫
し
て
い
た
が
、
当
時
吋
に
お
い

て
焚
ヰ
製
薬
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
滞
留
に
多
く
の
需
要
が
あ
っ
て
貿
易
上
有
利
な
作
物
と
し
て
列
怒
が
競
争
的
に
そ
の
殺
位
帽

を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
繁
一
州
議
が
そ
の
中
で
最
も
顕
著
な
成
果
を
挙
げ
て
い
た
が
、
裁
縫
年
度
を
み
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る

栽
培
の
関
矢
と
も
い
わ
れ
る
下
野
閣
の
場
合
が
、
卒
和
伊
仲
間
(
一
八

O
一

一

八

O
一
一
一
)
か
ら
だ
っ
た
と
あ
り
、
通
説
の
事
同
昨
年
限
(
一
七
二
ハ

i
一
七
三
五
)
と
か
な
り
差
が
み
ら
れ
る
。
間
氏
の
論
文
通
り
整
理
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
出
雲
閣
(
箆
数
年
間
)
、
伯
替
問
(
嘉
永
一
光

年
〉
、
お
前
(
文
政
七
年
)
、
…
信
濃
(
弘
化
元
年
)
の
場
合
は
、
人
参
の
栽
培
が
落
の
監
督
と
奨
励
下
で
行
わ
れ
た
が
、
山
石
代
国
の
み
は
落
と
民
間

が
合
作
投
'
貸
し
、
「
開
山
公
ム
ハ
渓
」
の
割
合
で
分
配
し
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
金
援
し
た
人
参
の
根
は
私
的
売
買
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
し
、
穏
子
の

他
落
へ
の
叛
苑
も
禁
止
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
明
治
維
新
以
降
と
り
わ
け
明
治
問
年
(
一
八
七
一
)
の
燦
落
田
線
燥
に
至
っ
て
か
ら
禁
止
事
項

が
解
除
さ
れ
、
民
間
の
自
由
に
な
っ
た
と
い
う
。

町
史
学
会
、



(
7
)

宮
本
政
蔵
、
問
論
文
、
五

O

ア
丸
一
頁
の
楽
に
は
、
口
同
十
朴
燦
硲
務
省
幾
産
第
三
次
輸
出
口
問
要
覧
に
基
づ
き
、
明
治
二
十
六
年
よ
り
河
二
十
九
年

(
一
八
九
三
一
八
九
六
)
に
か
け
て
、
米
関
出
産
、
日
本
産
、
韓
国
産
、
満
洲
蔵
、
清
悶
綾
な
ど
の
人
参
の
清
国
市
場
へ
の
翰
出
状
況
が
分
析
さ

れ
て
い
る
。

(
8
)

伺
右
、
五
二
五
一
一
一
頁
。

(9)

務
鮮
前
燃
に
つ
い
て
は
、
金
柄
夏
翠
ナ
朝
前
期
対
日
官
、
日
明
研
究
い
(
縁
関
研
究
説
、
一
九
六
九
年
)
が
あ
る
が
、
朝
鮮
後
燃
に
つ
い
て
の
分
析
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

(
刊
山
)
そ
の
狼
底
に
湾
問
出
に
対
す
る
経
筏
な
い
し
笈
視
観
が
徳
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一九枇紀初期税反貿易における関市と貿易総の動向

お

わ

り

に

近
世
朝
日
貿
易
は
十
八
世
紀
以
降
衰
退
期
に
落
ち
込
ん
だ
。
十
七
世
紀
に
お
い
て
の
発
農
の
様
子
と
は
異
な
り
、
経
済
的
お
よ
び
非

経
済
的
側
関
か
ら
根
本
的
に
危
機
が
あ
っ
て
、
朝
自
関
係
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
支
配
と
被
支
配
関
係
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
朝
日

貿
易
の
発
展
に
つ
い
て
の
分
析
と
と
も
に
、
衰
退
期
に
お
い
て
の
貿
易
の
動
向
も
大
変
大
切
で
あ
る
。
近
代
輯
日
関
係
の
前
史
で
も
あ

る
し
、
発
展
期
の
朝
臼
貿
易
の
摩
史
的
帰
結
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
衰
退
期
に
お
け
る
朝
日
貿
易
の
歴
史
的
転
化
過
程
の
分
析
の

環
と
し
て
、
文
化
初
期
の
貿
易
の
動
向
を
検
討
し
よ
う
と

し
た
。
と
り
わ
け
易
地
勝
礼
が
行
わ
れ
た
時
点
を
中
心
に
し
、
文
化
六
年
三
八

O
九
)
か
ら
同
九
年
(

貿
易
の
指
標
の
関
市
の
状
況
や
貿
易
船
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
の
分
析
を
主
に
し
た
。
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
少
な

二
応
次
の
よ
う
な
暫
定
的
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

J¥ 

)
に
か
け
て
、
私

く
な
い
も
の
の
、

文
化
初
期
の
朝
日
貿
易
に
お
い
て
、
開
市
の
状
況
は
や
は
り
沈
滞
に
誼
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
私
費
易
の
開
催
頻
度
を
う
か
が

わ
せ
る
関
市
率
を
み
れ
ば
、
年
度
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
大
体
一

O
%台
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
陪
じ
衰
退
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期
の
十
八
世
紀
末
ま
で
も
開
市
率
が
一
一
一

O
%よ
り
五

O
%台
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
文
化
初
期
(

八

O
九

!¥ 
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の
開
市
中
学
は
当
時
の
私
貿
易
の
沈
滞
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

開
市
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
を
検
討
し
て
み
る
と
、
全
体
の
七
割
以
上
が
商
人
側
の
問
題
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
的
原
因

は
、
や
は
り
幕
府
の
貨
幣
改
鋳
政
策
に
よ
る
銀
の
品
位
部
下
の
問
題
や
輯
鮮
人
夢
、
中
国
物
産
な
ど
の
調
達
不
振
の
問
題
を
挙
げ
ざ
る

を
え
な
い
。
幕
府
の
朝
鮮
認
識
の
変
化
に
よ
る
易
地
柏
村
礼
立
案
と
か
、
そ
れ
に
対
す
る
朝
鮮
朝
廷
の
貿
易
削
減
策
な
ど
の
問
題
も
大
変

大
き
な
影
斡
を
も
た
、
り
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

同
時
期
の
貿
易
船
の
動
き
も
朝
日
貿
易
の
発
展
期
に
比
べ
、
往
来
が
減
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
渡
航
の
屈
数
そ
の
も
の
に
は

急
激
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
御
手
船
な
ど
の
大
船
の
渡
航
は
、
確
か
に
発
展
期
よ
り
減
少
し
て
い
る
が
、
小
船
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど

変
っ
て
い
な
い
。
特
に
飛
船
の
場
合
、
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
に
一
一

一
回
、
同
九
年
(

!¥ 

一
)
に

十
践
と
な
り
、
十
回
ほ

ど
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
安
政
一
一
一
年
(

八
六
七
)
に
一

み
れ
ば
、
船
の
渡
航
回
数
だ
け
で
は
当
時
の
貿
易
の
規
模
を
断
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

に
つ
い
て
の
分
析
が
肝
要
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、
文
化
八
年
(
一
八
一
一
)
の
易
地
璃
礼
以
降
の
公
貿
易
の
削
減
額
は
、
対
馬
藩
の
計
算
通
り
な
ら
ば
正
銀
百
一

八
十
一
一
匁
余
り
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

八
五
六
)
に

十
四

年

自
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
も
の

そ
れ
は
問
藩
に
と
っ
て
は
大
変
大
き
な
財
政
収
入
減
少
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
文
政
元
年
三
八
一
八
)
以
鋒
は
易
地
蒋
礼
の
際
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
対
馬
藩
が
幕
府
よ
り
二
万
石
余
り
の

領
地
の
培
給
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
易
地
牌
礼
を
前
後
と
し
た
文
化
初
期
の
朝
日
貿
易

対
馬
藩
の
朝
鮮
貿
易
へ
の
依
存
度
が
減
り
、
相
対
的
に
幕
府
へ
の
依
存
度
が
も
っ
と
高
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に

も
朝
日
関
係
の
認
識
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

に
お
い
て

九
九

O
年
七
月
一
一
一

O
B成
璃
)


